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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材及びその上のコーティングを含む構成複合体を浸透性又は拡散性バリアとして備え
る電子又は光電子デバイスであって、
　該基材は、プラスチック及び２．５４ｍｍ未満の膜厚を有する金属箔から選択され、
　該コーティングは、リン酸アルミニウム化合物を含み、電気的に絶縁性を有し、かつ厚
みが１０～５００ｎｍの範囲であり、
　該化合物は、アルミニウム対リンのモル比が０．５対１から２５対１の範囲であり、
　前記構成複合体は、前記コーティングが該基材表面に対して垂直軸の周囲に配置されて
構成される電子又は光電子デバイス。
【請求項２】
　金属箔は、アルミニウム、スチール、チタン、マグネシウム及びニッケル系合金から選
択される請求項１に記載の電子又は光電子デバイス。
【請求項３】
　基材は、ポリカーボネート、ポリイミド及びポリエステルから選択されるプラスチック
を含む請求項１に記載の電子又は光電子デバイス。
【請求項４】
　ロール－ロール製造プロセスにより形成された構成複合体を備える請求項１～３のいず
れかひとつに記載の電子又は光電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所望の電気的、化学的、機械的、物理的な特性を与えるために、基材に堆積
されたリン酸アルミニウムコーティングに関する。本発明は、多孔性材料にシールする方
法を教示することもでき、また、リン酸アルミニウム材の新規な組成物及び改変を教示す
る。
【背景技術】
【０００２】
　この出願は、２００３年１２月２３日に出願した係属中の特許出願第１０７４５９５５
号の一部継続出願であり、優先権を享有する（全趣旨を参照することによりここに取り込
む）。その出願は、２００２年１２月２３日に出願した仮出願第６０／６１５９２０及び
６０／６１５９８６号の優先権を享受する（全趣旨を参照することによりここに取り込む
）。
【０００３】
　結晶及びアモルファス形態を含む触媒担体として主に用いられるリン酸アルミニウム材
の合成に関連する多くの先行技術特許がある。大部分の合成方法は、一般に利用できるア
ルミニウム塩類及びリン酸、リン酸水素二アンモニウム、亜リン酸等を含む種々のリン源
を含む原料でのゾルゲル法を使用している。これらの方法の多くは、結晶形態及び若干の
熱的に安定なアモルファス組成物を産生する（米国特許第４２８９８６３号、ヒルら；第
５６９８７５８号、レイサーら；第６０２２５１３号、ペカロら）。先行技術の材料は、
例えば、高温で基材を腐食又は酸化から保護するためのコーティングとして使用すること
はできない。
【０００４】
　産業及び消費者向け使用の適用で種々の基材を保護するために、熱的に耐久性があり、
安定なアモルファス高密度コーティングを使うことが望ましい。先行技術のコーティング
は、材料が熱処理に付され又は腐食性の環境にさらされる特定の雰囲気条件の下又は特定
の過酷産業もしくは使用環境の下で耐久性がない。二酸化ケイ素を主成分とするアモルフ
ァスコーティングが開発され、最近の特許はそのようなコーティング（米国特許第６１６
２４９８号）を堆積する独特の方法を規定している。しかし、そのコーティングは特定の
過酷条件下で耐久性がなく、高温で熱的に安定しておらず、あるいは、ガラス上の透明な
コーティングとして適切に機能しない。高温で安定なガラス質又は硝子体のコーティング
が、最初にガラスフリットのスラリーで基材を被覆し、続いてガラスフリットを溶解する
十分に高い温度で被覆材を処理し、硝子体コーティングを形成することによって製造され
ている。硝子体エナメルコーティングは多くの種々の組成物で数十年も存在している。し
かし、それらは、通常、濁っており、高い温度で変形する。ガラスフリットを溶解する高
温処理の必要条件は基材を分解させるかもしれず、低溶解ガラス組成物が選択されると、
それらは耐久性がないかもしれない。
【０００５】
　蒸着無機コーティングが、目下多くの適用に使われているが、それらは高価な装備を必
要とし、非視線（non-line of sight）基材形状に適していない（例えば、米国特許第３
４４２６８６号、米国特許第４７０２９６３号、米国特許第５４３４００８号、米国特許
第５７９２５５０号）。溶液由来無機コーティングは、基材を被覆するために低コストで
共形能を提供する。
【０００６】
　また、先行技術の無機コーティングのいくつかは、透過特性が影響を受けるガラス上又
は基材の美的な性質（金属的外観）を保つ必要がある他の基材上での使用に対して、完全
に透明ではない。
【０００７】
　ブラシ研磨のスチール及び他の関連した固体表面が、建物、モール、エレベーター、テ
ーブルランプ、浴槽取付け具、キャビネットのドア、ウォールプレート及びその他におけ
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る前面で、広範囲に用いられている。これら表面の望ましい特性は、熱負荷又は熱、日光
、種々の溶媒及び通常の洗剤、紫外線照射の暴露に対して十分な耐久性を有していること
に加えて、掃除しやすく、指紋に対して耐性があり、食品に対してくっつかないなど、他
の関連した特性を与える。
【０００８】
　多孔質表面は、保管等の目的のために使われる場合、汚染に影響されやすい。エナメル
、花崗岩、大理石、床タイル、ガラス、磁器化石器、オーブン及びキッチンでの関連した
料理用機器、オーブンインテリアパネル、食品トレイ、クックトップ及び他の陶製表面は
、それらの最終用途において望まないミクロ及びマクロの孔及び傷を有する。花崗岩の孔
をシールすることは、例えば、キッチン調理台で、染色防止特性を与えるのを助けるであ
ろう。また、これらの孔の気密シールは、特定の用途で重要であるガス浸透性を低減する
のを助ける。ポリマーでの表面処理は、陶製表面をシールするために周知の技術であるが
、それらの耐久性は、熱、洗浄溶媒又は剤への暴露に制約を受け、比較的柔軟である。化
学的に不活性で熱的に安定している適当な薄い無機コーティングが望まれている。これら
の適用の多くは、高度の大量販売を象徴し、そのために、低コストコーティング技術が、
最も適用の好ましい方法である溶液への浸漬又はスプレーコーティングを考慮するのに重
要である。また、そのような処理は、自己洗浄面、容易な洗浄、生物学的安全性、美的な
価値、硬さ及び耐摩耗性、溶媒耐性と組み合わせられた抗菌性を可能にすることができる
。さらに、そのようなシーラントは、良好な熱衝撃特性（例えば、花崗岩テーブル上の熱
いパン）及び熱安定性を有しなければならず、シーラントが摩損した場合でも、表面で孔
を塞ぐ効果が、相当コーティングの耐久性を広げるのを助けるであろう。
【０００９】
　陽極処理されたアルミニウム部品及び他の関連した材料における発明材料は、環境及び
エネルギーの節約に加えて、性能及び耐久性を改善することができる。その発明材料は、
耐性及び低ガス透過性を改善するためのタイル、電気パッケージ用基材及び耐火煉瓦を含
む種々の適用におけるセラミックの気密シール及び付着促進剤（一体、複合体及びガラス
－セラミック）として用いることができる。
【００１０】
　炭化ケイ素は、宇宙及び空中プラットフォーム光学材料として優れた特性を有するが、
材料の高い硬度とともに脆弱な性質は、必要な耐性に仕上げることを困難にする。基材の
サイズ及び形状によって、反射される光の波長画分にまで表面をみがくことは、数週間か
ら数ヶ月かかる。
【００１１】
　現在の低誘電体材料は、熱及び機械的安定性との組み合わせにおいて、必要な誘電率を
有さない。新規の低ｋ材料は、半導体分野の現状を改善することが要求される。
　研究者は、柔軟なディスプレイを商品化により近づけるために、ポリマー及び金属－箔
基材を印刷可能なＴＦＴバックプレーンと組み合わせることに取り組んでいる。まだ入手
不能であるが、何年もにわたって、ディスプレイ業界の「至高の目標」は、ガラスシート
のそれと同等のバリア特性を有する薄膜、透明、柔軟な基体である。つまり、先行技術で
は、このことに関していくぶん不十分である。
【００１２】
　フォトマスクは、電子回路のマイクロイメージを含む高精度のプレートである。欠陥の
ないフォトマスクを達成するための構造を整備しなければならない。クロム層が、環境又
は層間反応に影響を受ける場合に問題が起こる。すべてを回避することが必要であるが、
アレイ外のクロムにおけるかき傷、ＡＲコーティングのダメージ又は一部の除去、クロム
上の汚染、マスク端のガラスチップを含む表面的な欠陥がある。コーティングは、約１０
ナノメートルの範囲で、非常に薄くしなければならず、欠陥がないことが必要である。
【００１３】
　プラスチック材料は、一般に、摩滅、湿気攻撃、ＵＶ放射線、酸素原子、溶媒への暴露
、化学物質等からの劣化に影響されやすい。しかし、プラスチック上に蒸着した無機コー
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ティングは、現在多くの適用の用途に用いられており、それらは高価な装備を必要とし、
非視線基材の形状（例えば、米国特許第３４４２６８６号、米国特許第４７０２９６３号
、米国特許第５４３４００８号、米国特許第５７９２５５０号）に適していない。従って
、適当な処理計画によるプラスチック基材に対する低コスト溶液由来保護コーティング（
無機及び無機－有機複合体）が、複合体加工基材を被覆する能力とともに、リール－リー
ル又はロール－ロールの連続処理を開発するために必要である。
【００１４】
　しかし、ガラス及び金属とは異なり、全てのポリマーは、ガス及び蒸気に対してかなり
の透過性を示す。多くのテクノロジーは、ポリマーの透過性を低減させるために開発され
ており、よって食物及び飲料包装に対する適用範囲を増大させる。また、浸透する材料を
移さなければならないときは必ず、浸透性バリア層が重要となる。ガソリン、フルオロカ
ーボン蒸気、その他のための（自動車及び機器アプリケーションで重要な）チューブ及び
ホースは、現在利用できる以上のバリア性能を必要とする。同様に、細い欠陥及びピンホ
ールのない、湿気及び酸素に対する無機バリアコーティングは、これらのディスプレイ用
途に必要である。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記を考慮して、本発明の目的は、リン酸アルミニウムを主成分とする化合物、組成物
、コーティング及び関連した複合体又は製品を、それらの使用及び製造方法とともに提供
ことであり、それによって、上で概説されたものを含む、先行技術の種々の欠陥及び欠点
を克服することができる。
【００１６】
　１以上の他の観点が特定の他の目的に対処することができる一方、本発明の１以上の観
点が特定の目的に合致し得ることは、当業者によってよく理解される。本発明のすべての
観点に、全ての点で、各々の目的が等しくあてはまらないかもしれない。このように、以
下の目的は、本発明のどのような１つの観点に関して、択一的に考慮することができる。
【００１７】
　本発明の目的のために、用語「発明材料」、その記載又はその引用は、Ａｌ：Ｐ化学量
論比の全ての可能な範囲にわたって、本発明のいかなるリン酸アルミニウムを主成分とす
る化合物又は組成物を意味し、本発明の方法、複合体又は物品及び／又はそれらに関連す
るもしくは以下に記載されたフィルム、層又はコーティングとともに用いることができ、
ここに記載されるように製造された又は特徴化された化合物又は組成物のように、あるい
は、上記で組み込まれた参照文献及び／又は米国特許第６０３６７６２号及び第６４６１
４１５号及び係属中の特許出願第１０／３６２８６９（２００３年７月１５日出願）及び
第１０／６２７１９４号及びＰＣＴ／ＵＳ０３／３６９７６号（それぞれ２００３年７月
２４日出願及び２００３年１１月９日出願）及び第１０／６４２０６９号及びＰＣＴ／Ｕ
Ｓ０３／２５５４２（２００３年８月１４日出願）（全趣旨を参照することによりここに
取り込む）のいずれかに記載されたように製造され、特徴化され及び／又は適用されるリ
ン酸アルミニウム化合物及び組成物として、それぞれ示される化合物及び組成物のように
、理解されるであろう。
【００１８】
　限定されることなく、ここに及び／又は上記に組み込まれた特許又は出願の１以上を通
して示されたように、本発明の材料は、モルベースで、アルミニウム含量がリン酸に対し
て化学量論比、化学量論比より少ない、化学量論比より多いかにかかわらず、有機分子、
ポリマー、カーボン、シリコン、金属、金属酸化物及び／又は他の金属イオン／塩（非酸
化物を含む）のドーパント、粒子及び／又は含有物を含むリン酸アルミニウムを主成分と
する化合物及び組成物等を含むことができる。本発明材料の具体例は、アプライド・シン
・フィルム社からCerablak商標の下、入手可能である。
【００１９】
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　また、「発明材料」は、リン酸アルミニウムを主成分とする材料を含み、アモルファス
リン酸アルミニウムの独特の形態を産生する特注の前駆体溶液を用いて基材上に薄膜とし
て堆積することができる。米国特許第６０３６７６２号及び第６４６１４１５号（Sambas
ivanら）ならびに上述した特許出願は、前駆体合成に関して詳細を提供し、化学、特性及
び他の処理詳細を提供する。また、発明材料で被覆された表面への種々の添加又は改変は
、本発明の実施例と考えられ、それらの例を以下に示す。
【００２０】
　同様に、用語「基材」または用語「固体基材」は、ポリマー、プラスチック、陶器、金
属、合金、炭化ケイ素、シリコン、酸化物、カルコゲニド、ピニクチド、クォーツ、ガラ
ス、その他を含むが、これらに限定されず、いかなる固体材料をも包含する。
【００２１】
　１以上の以下の目的は、湿気、酸素、紫外線、その他を含む種々の環境要因からの基材
を保護する種々の基材への発明材料のコーティング（特に強調されるのは、基材のロール
－ロール連続コーティング）とともに達成することができる。従って、そのような発明材
料コーティングは、保護及び機能的コーティングの働きをすることができる。
【００２２】
　本発明の目的は、導電基材上の光電子装置のような電気的分離を必要とする種々の用途
に用いられる有効な絶縁強度を有する絶縁層として発明材料コーティングを用いることで
ある。
【００２３】
　本発明の他の目的は、包装された量の範囲内で所定の含水量を維持することができる上
記特性のコーティング又はフィルムを提供することである。
　本発明の目的は、虹色（anti-iridescent）防止及び曇り防止コーティングとして発明
材料を使うことである。
【００２４】
　本発明は、金属面及び有機ポリマーコーティング間で粘着力を高めるためにインターフ
ェースを提供するために、金属表面への発明材料層を形成する方法の改良に適し、金属表
面に被覆された結果として生じる酸化物層に適する。その方法は、金属面に、発明材料を
適用することを含む。結果として得られたコーティング層は、金属面及び有機ポリマーコ
ーティング間で粘着力を高めるためのインターフェースとして機能させることができる。
【００２５】
　また、本発明の目的は、湿気高感度光学装置のような湿気高感度装置用のハウジングに
おいて発明材料コーティングを用いることであり、それは、ハウジングを規定するそれら
の端部で半田付けされた複数の金属プレートを含み、有機ポリマーコーティングがジョイ
ントで腐食を防ぐ湿気バリアを提供するためにジョイントで少なくともハウジングの外面
に適用される。
【００２６】
　本発明の目的の一つは、簡便な浸漬、回転、スプレー、ブラッシュ又はフローコーティ
ングプロセスを用いて、薄く、気密で、ミクロ構造的に高密度で、均一で、透明なコーテ
ィングとして本発明材料コーティングを堆積させる方法を提供することである。
【００２７】
　本発明の目的は、固体基材を湿気、光、ガス、化学物質及び他の環境作用から保護する
ために発明材料コーティングを用いることである。
　また、本発明の目的は、室温及び高温での処理及び用益の間、固体基材の表面を保護す
ることである。
【００２８】
　本発明のさらなる目的は、限定されないが、かき傷耐性、耐錆性、耐摩耗性、耐浸食性
、高速粒子、雨、水、液体及び他の対象の衝撃によって生じるダメージを含む、固体基材
の機械的特性を改善することである。
【００２９】
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　本発明の目的は、宇宙固体材料を、酸素、水素、窒素等の原子及び分子の高束のような
低地球軌道環境から保護することである。
　本発明の目的は、重合表面上の下塗りまたは粘着促進層として発明材料を用いることで
ある。
【００３０】
　本発明の目的は、金属表面上の下塗りまたは粘着促進層として発明材料を用いることで
ある。
　本発明の目的は、セラミック表面上の下塗りまたは粘着促進層として発明材料を用いる
ことである。
【００３１】
　本発明の目的は、金属カルコゲニド表面上の下塗りまたは粘着促進層として発明材料を
用いることである。
　本発明の目的は、固体表面上の下塗りまたは粘着促進層として発明材料を用いることで
ある。
【００３２】
　本発明の目的は、２種の同種又は異なるタイプの材料を接着又は結合剤として発明材料
を用いることである。
　本発明の目的は、２種の同種又は異なる光学材料の接着又は結合剤として発明材料を用
いることである。
【００３３】
　本発明の目的は、表面欠陥を被覆及び固体基材表面での孔をシールするために発明材料
を用いることである。
　本発明の目的は、被覆固体基材表面を平坦化することである。
【００３４】
　本発明の目的は、被覆固体基材表面で摩擦を減らすことである。
　本発明の目的は、固体基材の静電防止膜として発明材料を用いることである。
　本発明の目的は、固体基材の低誘電体層として発明材料層を用いることである。
【００３５】
　本発明の目的は、ポリマー等の基材上の反射防止層として発明材料及び改変発明材料コ
ーティングを用いることである。
　本発明の目的は、柔軟なディスプレイ構造の湿気及び酸素バリアとして発明材料コーテ
ィングを用いることである。
【００３６】
　本発明の目的は、固体基材の機械的損傷に対するバリアとして発明材料コーティングを
用いることである。
　本発明の目的は、固体材料の光学特性を適合させるために発明材料コーティングを用い
ることである。
【００３７】
　本発明の目的は、ポリマー熱可塑性物質及びその他の材料を光分解から保護するために
発明材料コーティングを用いることである。
　本発明の目的は、有害な微生物に対して固体基材を保護するために発明材料コーティン
グを用いることである。
【００３８】
　本発明の目的は、化学的、物理的なダメージに対して固体材料からなる医療機器及び部
品に発明材料コーティングを用いることである。
　本発明の目的は、体液腐食に対して固体材料からなる医療機器及び部品に発明材料コー
ティングを用いることである。
【００３９】
　本発明の目的は、生体適合性を与えるために、医療器具、装置、移植組織及び他の部品
に発明材料コーティング及び改変発明材料を用いることである。
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　本発明の目的は、固体基材上に発明材料及び発明材料コーティングを組み込んだ生体適
合性材料の開発に用いることである。
【００４０】
　本発明の目的は、高い無色透明なバリアフィルム及びそれを製造する方法を提供するこ
とである。
　本発明の他の目的は、約１０～約５００ｎｍの範囲の厚みを有する上記特性のフィルム
を提供することである。
【００４１】
　本発明の他の目的は、低摩擦性を有する上記特性のコーティング又はフィルムを提供す
ることである。
  本発明の他の目的は、低コストで生産することができる上記特性のコーティング又はフ
ィルムを提供することである。
【００４２】
　本発明の他の目的は、装置で必要な固体材料の総量を低減する上記特性のコーティング
又はフィルムを提供することである。
　本発明の他の目的は、リサイクルの困難性を低減する上記特性のコーティング又はフィ
ルムを提供することである。
【００４３】
　本発明の他の目的は、電子レンジで用いることができる食物包装に利用することができ
る上記特性のコーティング又はフィルムを提供することである。
　本発明の他の目的は、マイクロ波ユニットで使うことができ、長い貯蔵寿命で、依然と
して透明を維持することができる包装食物に利用することができる上記特性のコーティン
グ又はフィルムを提供することである。
【００４４】
　本発明の他の目的は、バリアフィルムで包まれる内容物について所定の含水量を維持す
ることができる上記特性のコーティング又はフィルムを提供することである。
　本発明の他の目的は、バリアフルムを高速で生産することができるコーティング又はフ
ィルムを提供することである。
【００４５】
　本発明の他の目的は、ポリマー表面を平坦化することができ、光の散乱を低減するのに
役立つことができるコーティングを提供することである。
　発明の目的は、発明材料の前駆体溶液中で添加物の分散によって、固体基材上に機能性
コーティング、好ましくは電気的導電性又は磁性コーティングを提供することである。
【００４６】
　本発明の目的は、固体基材上に発明材料コーティング及び固体基材上に堆積された電気
的導電性金属酸化物コーティングを用いることにより、改善された航空機透明度を提供す
ることである。
【００４７】
　本発明の目的は、保護および粘着促進層を航空機透明度に与えることである。
　本発明の目的は、無機ポリマー及び分子（例えば、ホスファゼン、ボラジン又はボロゾ
ール（borozole）等の材料を含むＰ及びＢ）を混合した発明材料を開発することである。
【００４８】
　本発明の目的は、高温潤滑油層を形成するために、窒化ホウ素、モリブデン（molebden
um）シリサイド、硫化モリブデン又は他の潤滑油材が分散した発明材料及び発明材料コー
ティングを開発することである。
【００４９】
　本発明の目的は、発明の材料の微細構造を適切に改変することによって、特に発明材料
のコーティングの多孔性を増大させることによって、低誘電率の発明材料を開発すること
である。
【００５０】
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　本発明は、摩滅又は摩損に対して及び環境アタックからの改善された保護のために、プ
ラスチック又は重合基材にリン酸アルミニウムを主成分とする組成物の無機及び無機－有
機複合体コーティングの使用に向けられる。
【００５１】
　特に、本発明は、プラスチック又は重合基材上に堆積される保護コーティングの構造及
び特性を引き出すために利用される前駆体溶液の化学又は硬化可能なコーティング組成物
に関する。
【００５２】
　本発明の目的は、比較的低温硬化条件下で良好な接着性を有し、実質的に無機のコーテ
ィングを形成するために、Ａｌ、Ｐ、Ｏ及び他種を含有する前駆体化学を適合させること
であった。
【００５３】
　本発明のさらなる目的は、コーティングの柔軟性及び強度を高めるために、実質的に無
機コーティングにおいて、補足水、水酸基、有機物及び多少の硝酸塩又は他の塩類の存在
を含むことである。
【００５４】
　本発明のさらなる目的は、一般に、ストレスを最小限するための硬化条件を好適に適合
させ、コーティングに他の機能性を追加するためにリン酸アルミニウム化合物を含有する
硬化可能コーティング組成物に、所定の有機及び無機添加剤を追加することである。
【００５５】
　本発明のさらなる目的は、実質的に無機又は本来無機－有機ハイブリッドである層のよ
うな接着促進下地層と、ａ）実質的に無機又は本来無機－有機ハイブリッドである層のよ
うなバリア特性を改善する下地層のマイクロクラックをシールし、ｂ）耐溶媒又はコーテ
ィングシステムの摩損を改善するために所定の無機又は有機添加剤を含む上層とを含む多
層を用いることであり、多層システムの総膜厚は、約１５ミクロン、好ましくは約１０ミ
クロン、もっとも好ましくは約５ミクロンを超えない。
【００５６】
　本発明のさらなる目的は、熱又はＵＶ又はＩＲ放射線又はマイクロ波処理で硬化可能な
安定した噴霧可能な処方を開発することである。硬化は１以上の処理方法の単独又は組み
合わせで機能させることができる。
【００５７】
　本発明のさらなる目的は、電磁放射の可視スペクトルに実質的に透明であるリン酸アル
ミニウムを主成分とするコーティングを開発することである。
　本発明のさらなる目的は、耐久性のある親水性又は疎水性を促進するために、最上に有
機層を堆積するか、硬化可能な処方に特定の有機添加剤を組み込むかのいずれかである。
【００５８】
　本発明のさらなる目的は、他の金属、セラミック、ガラス及び他のプラスチック材料に
、プラスチック基材を結合する接着剤として、リン酸アルミニウムを主成分とするコーテ
ィング組成物を利用することである。
【００５９】
　本発明の目的の１つは、簡便な浸漬、回転、スプレー、ブラッシュ又はフローコーティ
ングプロセスを用いて、薄く、気密な、微細構造的に高密度で、均一で、透明なコーティ
ングとして、この発明材料コーティングを堆積するため方法を提供することである。
【００６０】
　本発明の目的は、湿気、光、ガス及び他の環境作用から粒子、ポリマー等を保護するた
めに、発明材料コーティングを用いることである。
　本発明の目的は、不活性ガス（例えば、酸素、窒素、水素）、化学的に活性なガス（例
えば　水、二酸化炭素）、液体及び蒸気（例えば、香料、ファインケミカル、ガソリン）
に対するバリア膜として発明材料を用いることである。
【００６１】
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　本発明の目的は、室温及び高温での処理及び用益の間、ポリマー表面を保護することで
ある。
　本発明の目的は、限定されないが、かき傷抵抗力、耐摩耗性、高速粒子及び他の対象の
衝撃から生じる損傷を含む機械的特性を改善することである。
【００６２】
　本発明の目的は、宇宙ポリマーを、酸素、水素、窒素等の原子及び分子の高束のような
低地球軌道環境から保護することである。
　本発明の目的は、重合表面上の下塗り又は粘着促進剤として発明材料を用いることであ
る。
【００６３】
　本発明の目的は、表面欠陥を被覆及びポリマー表面における孔をシールするために発明
材料を用いることである。
　本発明の目的は、被覆ポリマー表面を平坦化することである。
【００６４】
　本発明の目的は、被覆ポリマー表面で摩擦を低減することである。
　本発明の目的は、ポリマー及び関連基材の静電防止膜として発明材料を用いることであ
る。
【００６５】
　本発明の目的は、誘電体層として発明材料コーティングを用いることである。
　本発明の目的は、ポリマー等の基材における反射防止層として発明材料及び改質発明コ
ーティングを用いることである。
【００６６】
　本発明の目的は、柔軟なディスプレイ構造の湿気及び酸素バリアとして発明材料コーテ
ィングを用いることである。
　本発明の目的は、機械的損傷に対するバリアとして発明材料コーティングを用いること
である。
【００６７】
　本発明の目的は、重合等の材料の光学特性を適合させるために発明材料コーティングを
用いることである。
　本発明の目的は、ポリマー、熱可塑性物質及びその他材料を光分解から保護するために
発明材料コーティングを用いることである。
【００６８】
　本発明の目的は、有害な微生物から保護するために発明材料コーティングを用いること
である。
　本発明の目的は、ポリマーからなる医療機器及び部品に発明材料コーティングを用いて
、化学的及び物理的ダメージから保護することである。
【００６９】
　本発明の目的は、高い無色透明性を有するバリアフィルム及びその製造方法を提供する
ことである。
　本発明の他の目的は、高い透明性を有する上記特性のバリアフィルムを提供することで
ある。
【００７０】
　本発明の他の目的は、全体として膜厚を低減する上記特性のコーティング又はフィルム
を提供することである。
　本発明の他の目的は、約１０～約５００ｎｍの範囲の膜厚を有する上記特性のコーティ
ング又はフィルムを提供することである。
【００７１】
　本発明の他の目的は、被覆重合柔軟基材がカールしない上記特性のコーティング又はフ
ィルムを提供することである。
　本発明の他の目的は、低摩擦性を有する上記特性のコーティング又はフィルムを提供す
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ることである。
【００７２】
　本発明の他の目的は、低コストで製造することができる上記特性のコーティング又はフ
ィルムを提供することである。
　本発明の他の目的は、装置において必要なプラスチック又はポリマーの総量を低減する
上記特性のコーティング又はフィルムを提供することである。
【００７３】
　本発明の他の目的は、リサイクルの困難性を低減する上記特性のコーティング又はフィ
ルムを提供することである。
　本発明の他の目的は、電子レンジで使うことができる食物包装のために利用することが
できる上記特性のコーティング又はフィルムを提供することである。
【００７４】
　本発明の他の目的は、マイクロ波ユニットで使うことができ、長い貯蔵寿命で依然とし
て透明のままであることができる、食物を包装するために利用することができる上記特性
のコーティング又はフィルムを提供することである。
【００７５】
　本発明の他の目的は、バリアフィルムで包まれる内容物が所定の含水量を維持すること
ができる上記特性のコーティング又はフィルムを提供することである。
　本発明の他の目的は、バリアフィルムを高速度で生産することができる上記特性のコー
ティング又はフィルムを提供することである。
【００７６】
　本発明の他の目的は、ポリマー表面を平坦化することができ、光の散乱を低減すること
に役に立つことができるコーティングを提供することである。
　本発明の他の目的は、発明材料コーティングによって改善された重合基材を電子又は光
電式装置に提供することであり、それは先行技術の問題を避けることができるか、少なく
とも低減させることができる。
【００７７】
　発明の目的は、発明材料の前駆体溶液中で添加物を分散させることによって、固体基材
上で、機能性コーティング、好ましくは電気的導電性又は磁性コーティングを提供するこ
とである。
【００７８】
　本発明の目的は、固体基材上に発明材料コーティング及び固体基材上に分散された電気
的導電性金属酸化物コーティングを用いることにより、改善された航空機の透明度を提供
することである。
【００７９】
　本発明の目的は、保護および粘着促進層を航空機透明度に与えることである。
　従って、本発明は、無機、有機－無機複合体又は無機優勢の組成物である材料を開発す
ることに関するものである。特定の実施形態において、粉末、バルク、ファイバーで及び
コーティングとして用いることができる多くの適用において有用とすることができるリン
酸アルミニウムを主成分とする材料である。本発明は、限定されないが、プラスチック、
ポリマー、金属、合金、セラミック、シリコン、炭化ケイ素、クォーツ、サファイア、ガ
ラス及び他の基材材料を含む、種々の固体基材上でのリン酸アルミニウムを主成分とする
コーティングの適用に関する。本発明は、限定されないが、高温処理、ＵＶ放射線、湿気
及びその他を含む、種々の暴露状況下で、リン酸アルミニウムを主成分とする材料コーテ
ィングによって、金属又は他の反射表面の反射のような表面上の特性を保持することに関
する。
【００８０】
　本発明は、種々の基材上でのガス、水及び他の流体の拡散に対するバリアコーティング
として、リン酸アルミニウムを主成分とするコーティングを適用すること関する。本発明
は、狭い隙間及び不均一な表面（例えば、半導体装置及び光学層）からなる構造を有する
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システムでのスピンオンガラス（ＳＯＧ）材料として、リン酸アルミニウムを主成分とす
る前駆体溶液を使用すること関するものとすることもできる。本発明は、一般に、リン酸
アルミニウムを主成分とする材料組成物を利用しているポリマー又はプラスチック固体基
材の表面処理又はコーティングに関する。本発明は、ポリマー及び他のタイプの材料の間
で粘着力を向上させる方法に関するものである。
【００８１】
　ひとつには、本発明は、基材及びその上のコーティング成分を含む構成された（config
ured）複合体に向けることができる。コーティング成分は、約０．５以下：約１、約１０
：約１、約２０：約１、あるいは、約２５：約１の範囲とすることができるアルミニウム
対リン比からなるリン酸アルミニウム化合物を含むことができる。そのような複合体は、
提供される構成に対して実質的に垂直な軸について配置させることができる。
【００８２】
　特定の実施形態では、基体は、そのようなコーティング成分を有するその複合体が、そ
の後製品を製造するためにスプールに巻付け及び／又は巻いていないとすることができる
ように、形態的に柔軟とすることができる。従って、当該技術分野で理解されるように、
そのような基材は、金属、金属合金及びプラスチックから選択することができる。ある実
施形態では、そのような金属基材は、ステンレス鋼及びブラシ研磨のステンレス鋼から選
択することができる。にもかかわらず、ここ以外の他で記載されるように、本発明のコー
ティング成分（component）は、可視スペクトルで実質的に透明とすることができ、及び
／又は複合体に虹色外観を提供することができる。あるいは、そのようなコーティング成
分は、複合体に抗菌性の機能を提供するために、１以上の添加成分又は剤を含むことがで
き、そのような剤は、本発明を認識する当業者によって理解されるようなものである。さ
らに、ここで記載されるように、機能又は作用は、基材とコーティング成分との間に、層
間成分のような１以上の中間成分を介在させることによって誘導することができる。
【００８３】
　特定の他の実施形態では、基材は、ポリカーボネート及び／又はその共重合体、ポリイ
ミド及び／又はその共重合体、ポリエステル及び／又はその共重合体の１以上からなるプ
ラスチック材料を含むことができる。限定されることなく、そのような重合材料の他のも
のはここ以外で記載されており、本発明を認識する当業者によって理解されるであろう。
基材の同一性にかかわらず、コーティング成分は、湿気、ガス及び／又は他の浸透物に対
して浸透性バリアを提供することができる。あるいは、有機溶媒の悪影響に関して、プラ
スチック基材に対して、そのような成分は、保護機能を提供することができる。基材が提
供する機能的な利益にかかわらず、複合体にさらなる機能的な利益を与えるために、上層
成分を、コーティング成分の上又は上方に堆積することができる。ここ以外で記載されて
いるように、基材の同一性及びコーティング成分の種々の組成の観点によって、コーティ
ング成分は、約１２３０ｃｍ－１での赤外スペクトルにおいて放射線を吸収する構造部分
を含むものとして確認することができる。
【００８４】
　特定の他の実施形態では、基材成分は、金属箔を含むことができる。限定されることな
く、最終用途適用（およそ１００ミル未満の）によって、そのような基材は必要な大きさ
にすることができる。そのような箔状の基材は、アルミニウム、ステンレス鋼、チタン、
マグネシウム、ニッケルを主成分とする合金及び超合金から選択することができる。上記
のように、そのような複合物は、種々の中間層成分及び上層成分をさらに含むことができ
る。例えば、限定されることなく、そのようなコーティング成分における金属上層成分は
、鏡のような反射表面を提供することができ、種々の照明適用における使用のために、そ
のような複合物に利益を与える。
【００８５】
　ひとつには、本発明は、多孔質の基材表面をシールするためにリン酸アルミニウムリン
組成物を用いる方法を提供することもできる。そのような方法は、表面成分を含む基材を
準備し、表面成分を、少なくとも１つのリン酸エステル部分を含むリン酸アルミニウムリ
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ン化合物を含有する組成物に接触させ、エステル部分の一部を少なくとも部分的に除去及
び／又は酸化するために十分な温度及び時間で組成物を加熱することからなる。限定され
ることなく、そのような実施形態では、基材は、花崗岩、大理石、設計又は加工された石
材、磁器、種々のセラミック材料から選択することができる。にもかかわらず、そのよう
な方法は、約１０００℃の温度まで実質的に熱的に安定な接触組成物で実質的に平坦化さ
れた表面成分を提供することができる。
【００８６】
　特定の実施形態において、そのような組成物は、表面の構成要素にスプレーすることが
できる。特定の用途又は処理条件によって、そのような組成物は、少なくとも１つの水溶
性担体成分、非水性単体成分及びエアロゾル噴霧体を含むことができる。そのような成分
は、本発明を認識する当業者によって理解されるであろう。本発明のより幅広い観点の範
囲内で意図されるように、そのような方法は、種々のキッチン用途及びカウンター、バス
ルームカウンター及び設備、床及び壁のタイル部材とともに使うことができ、そのような
組成物は、そのような物品の製造の間かまたはその後にそれらに適用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８７】
　オーブン等のようなキッチン用途で使われるエナメル表面は、アルミノホウケイ酸塩が
混合された種々のアルカリとの化学的な複合体であり、種々の食物化学物質で化学反応に
影響されやすい。反応生成物は強力に表面に接着し、本来有毒である強力な洗浄液（苛性
処理）を必要として、簡単に除去することができない。そのうえ、表面は、除去すること
が困難な粒子の機械的な結合を引き起こすある程度の多孔性を有する。表面処理に対する
解決策は、安定で、不活性で、低表面エネルギーのシーリング作用を与える低コスト溶液
がないために試みられていない。シールコートとしての発明材料膜の使用は、この適用の
ために鍵となる革新に相当する。
【００８８】
　オーブン空洞適用に対して、焼き付けられた食物は、洗浄するのが困難であり、エナメ
ル面に機械的に結合しないようにするために、発明材料コーティングによって少なくとも
５０％まで表面の多孔性を低減することが必要である。さらに、エナメルの表面エネルギ
ーを低減することで洗浄を容易にし、テフロン（登録商標）被覆の焦げ付かないフライパ
ンを使うことに似ている。３５ダイン／ｃｍ未満の表面エネルギーは、この種の適用に望
まれる。
【００８９】
　エナメルクーポン及びセラミックタイルの研究では、サブミクロン厚のコーティングで
セラミック又は金属表面を十分にコーティングする発明材料のコーティング能を示してい
る。機械的結合が、エナメル面の比較的ラフな表面の形態を有するため、この適用に対す
る主な関心であると考えられる。発明材料の比較的不活性な表面化学作用は、オーブンで
の高温で種々の食品材料と相互作用して安定していることが予想される。
【００９０】
　食品加工装置は、深刻な健康問題に変化し得るバクテリア／生物膜の付着及び成長の源
となる。細菌付着の理由のうち１つは、機械的結合によって生物膜構造を助長する表面の
粗さである。もう１つは、湿気の存在である。細菌付着の双方の源は、発明材料コーティ
ング及び有機疎水性層を伴う発明材料コーティングを使って除くことができる。このよう
に、抗細菌コーティングは、発明材料コーティングを用いて、電解研磨レベルにまで金属
表面仕上げを、例えば、５倍（by a factor of 5）に低減することによって形成すること
ができる。発明材料コーティングは、低温加工された（cryomachined）表面（in-latheス
プレーコーティング及びＩＲランプ）のために用いることもできる。発明材料は、また、
レンズ及びガラス鏡の摩滅抵抗コーティングとして用いることができる。
【００９１】
　発明材料は、ポリエステル及び他の食品包装プラスチック基材上のこびりつかないコー
ティングとして機能させることができる。以下で議論されるように、ロール－ロールコー
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ティングプロセスは、被覆された製品の高いスループットを成し遂げるためにフラッシュ
硬化とともに利用することができる。
【００９２】
　本発明のもう１つの実施形態は、低表面のエネルギー層（例えば、発明材料コーティン
グ層上の有機金属シラン、フルオロシラン、有機分子又はポリマー）を使うことである。
この表層は、限定されないが、調理温度で食物から糊塗様の残渣の形成を低減又は消失さ
せることを含むいくつかの方法を助長することができる。これらのオーバーコートは、ス
プレー技術によって非常に簡単に再度適用することができる。
【００９３】
　本発明のもう１つの実施形態は、商業的又は家庭での適用のために、スプレー製品とし
ての発明材料の使用である。
　技術的な障害は、スプレー製剤を使って目標とされる膜厚（５０～５００ｎｍ）で均一
な適用をもたらすことが重要である。大部分の商業的なスプレーコーティングは比較的厚
く（数ミル）、プロセスは、高品質薄膜を形成するのに適さない。適切な水性製剤（それ
は安全性及び環境の理由のために好まれる）を開発することは、アルコール製剤よりさら
に困難である。アルコール系前駆体の利用に関連する多くの危険、毒性、引火性、廃棄物
が軽減されるであろう。水性製剤は、適切な濡れ特性を与えず、水性製剤の保存安定性は
低い。
【００９４】
　本発明のもう１つの実施形態は、適切なスプレー製剤を開発する前駆体の改変である。
エアゾール技術は、種々の環境とユーザーに非常に適している。連続的な、サブミクロン
厚の堆積は、先行技術に対する我々の最大の挑戦である。さらに、溶媒及び添加剤、表面
カバレージ及び濡れに基づいて変化するであろう原子化パラメータが、基材ごとに変化す
るであろう。
【００９５】
　本発明の他の実施形態例は、水系又は水－エタノール混合液系の発明材料の溶液の開発
である。濡れ特性は、還流によってポリマー鎖長を増大することにより、前駆体溶液の重
合特性を高めることによって改善することができる。さらに濡れ性を改善するために、市
販の界面活性剤の少量（２重量％未満）及び／又は水／アルコール溶媒の混合物を用いる
ことができる。有用な界面活性剤は水の表面張力を下げるが、硬化の間、前駆体と化学的
適合性を有する（溶媒除去の容易）。上質のコーティングは、アルコール溶液の既知のエ
アゾール技術で、限定されないが、エナメル、ステンレス鋼、ガラス、セラミック及びポ
リマーを含む固体基材に適用することができる。
【００９６】
　また、本発明は、炭化ケイ素の光学部品の表面を加工するために、安価で、迅速なプロ
セスを提供することができる。この新たなプロセスは、ＳｉＣの種々のタイプに適してお
り、製造技術にかかわらず、宇宙、地上の光学システムのためにＳｉＣ表面を平坦化する
ために用いることができる。リン酸アルミニウム及び二酸化ケイ素間の低溶融共晶のため
に、発明材料コーティングは、基材との反応によって、ＳｉＣ表面を平坦化することがで
きる。
【００９７】
　発明材料の薄膜の使用は、単独で又は反応メカニズムによって、ＳｉＣ反射を平坦化す
るために、コスト及び必要な時間を低減することに関して、現在の表面仕上技術において
相当改善することができる。焼結ＳｉＣの小片の表面粗さは、約０．５工数の投資によっ
て、１００倍（１μｍのダイヤモンド研磨材表面の２．７ｎｍのｒｍｓ粗さへの研磨）以
上低減した。さらに、発明材料の薄いコーティングは、反応メカニズムに頼ることなく、
他の非光学的基材と同様にアルミニウム鏡又は銀鏡の表面を平坦化するのに用いることが
できる。
【００９８】
　表面仕上げプロセスに基づく発明材料の長所は、以下のようである。
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　・平滑面（１０ｎｍのｒｍｓ粗さ未満）を達成するために実質的に低コスト、
　・光学品質仕上げを製造するために必要な時間の低減、
　・最終的な使命にかかわらず、多くのセラミック及び金属の光学システムへの適用可能
性、
　・ 処理装置の相当の投資が光学的品質の仕上げを達成するために必要でないであろう
、
　・発明材料の堆積方法が非常に簡便で汎用性がある。コーティングを製造するために用
いられる前駆体溶液は低粘度であり、透明で、安定で（貯蔵寿命が何年も延びる）、浸漬
及びスピンコーティング法に適する、
　・得られる表面は事実上ガラス質であり、従来又はＭＲＦ系の仕上げ技術がさらに表面
粗さを低減するために用いることができる。
【００９９】
　このように、本発明は、限定されないが、ＳｉＣ及び窒化シリコンのようなセラミック
の優れた機械的及び熱的特性を利用しながら、ガラス鏡のために使用される同様の方法で
仕上げすることができる発明材料膜の熱処理を経て又は直接的な堆積を経て、セラミック
表面に硝子層を得る機会を与える。
【０１００】
　いずれかの理論にとらわれることを望まなければ、炭化ケイ素上の発明材料コーティン
グは、高温アニールにアルミノホスホシリケートガラスの形成を促進すると思われる。先
行技術から、１４００℃で溶融する７０ｍｏｌ％のＳｉＯ２でのＡｌＰＯ４－ＳｉＯ２シ
ステムの共晶があることが知られている。１４００℃でのアニールの後、焼結ＳｉＣ上に
適用された発明材料のコーティングはガラス質相を形成するようである。いずれかの理論
にとらわれることを望まなければ、ＳｉＣのＳｉＯ２への酸化は、反応相を形成するため
に二酸化ケイ素を与えると思われる。その表面上の相は、ガラス質となるようであり、結
晶質の形状を欠いている。光学顕微鏡下及びＳＥＭによる表面の評価で、表面が最初の基
材又はコーティングしていないアニールされたサンプルよりもかなりなめらかであること
は、明瞭である。
【０１０１】
　 ヘキソロイ（Hexoloy）ＳｉＣは、１μｍのダイヤモンドスラリーで研磨され１～３μ
ｍのオーダーで表面仕上げされたものである。ヘキソロイＳＡは９９％純粋な焼結ＳｉＣ
である。ヘキソロイはＣＶＤによるＳｉＣと比較して、幾分多孔質であり、これらの孔は
発明材料コーティングで有効にシールされた。この基材は、コーティングしていないサン
プルとともに、被覆され、熱処理された。熱処理後、被覆サンプルは高反射率を有し、平
滑な表面を示す。ＡＦＭの測定で、被覆サンプルのｒｍｓ粗さは、約２．７ｎｍに低減し
ていた。コーティングせず、アニールし、仕上げした表面は、非常に粗く、比較的多孔質
の表面形態を維持した。最初の研磨、コーティングの工程及び熱処理がなければ、約０．
５工数を要する。（この場合、（１μｍダイヤモンド研磨剤で）研磨した炭化ケイ素基材
を超音波で洗浄し、発明材料溶液でディップコートし、次いで実験炉で熱処理した。）い
ずれかの理論にとらわれることを望まなければ、発明材料中に存在するリン酸アルミニウ
ムは、炭化ケイ素の酸化から形成された二酸化ケイ素と反応すると思われる。さらに、冷
却後、クラックは観察されず、ガラスがＳｉＣ基材に比較的良好なＣＴＥマッチを示して
いる。
【０１０２】
　加えて、発明材料は、高温での酸化からのＳｉＣの優れた保護を可能にした。重量増加
の実質的な低減が、１４００℃まで１００時間暴露した後、得られたままの炭化ケイ素と
比較してコーティングされた材料に観察された。シリコンを発明材料に取り込むことによ
り、アルミノシリケートホスフェートガラス組成物を形成するためのシリコン源として機
能するかもしれない。高温アニールの後、リンの若干の損失が観察されたが、表面は、環
境保護を付与するために良好にシールされたようである。改変された方法では、ＣＶＤを
含む公知のいずれかの方法によって、まずＳｉＣコーティングを堆積し、次いで上述した
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発明材料で表面を処理することによって、他の基材にも用いることができる。高温での用
途で使用されるＣ／Ｃ及びＣ／ＳｉＣ複合体は、酸化に対する保護が必要である。そのよ
うな処理は、これら及び他の非酸化及び酸化複合体システムの保護を高めるとみなすこと
ができる。
【０１０３】
　本発明は、有機ポリマーコーティング及び酸化物層を生じさせるか又は生じさせないか
もしれない金属表面の間で良好な粘着力を促進するために用いることができる。ホスファ
ート及びアルミナート基は、金属表面で金属原子と共有結合することができる。また、本
発明のコーティング組成物は、有機物及びポリマーとの結合を改善するために、少なくと
も他の有機物又は有機シラン又は有機リン酸塩の上層を含むかもしれない。あるいは、有
機樹脂と結合することができる少なくとも１つの反応性部位を有する他の有機物又は有機
シラン又は有機リン酸塩の層が、他の上層として別個に適用されるかもしれない。本発明
は、特に比較的不活性な金属表面（貴金属表面、例えば、金、銀、プラチナ、パラジウム
、イリジウム、レニウム、ルテニウム及びオスミウム等）と有機ポリマーコーティングと
の間で粘着性を促進する発明材料の界面を提供するために役立つ。発明材料コーティング
の粘着力促進効果は、金属－ポリマー材に限定されない。これは、同様に金属－セラミッ
ク、セラミック－ポリマー、ガラス－ポリマー、ガラス－セラミック、セラミック－ガラ
ス、セラミック－セラミック及び他のシステムを含むことができる。
【０１０４】
　また、本発明は、ステンレス鋼等の表面上の虹色、非虹色、曇り防止、高反射（高反射
率）のコーティングに関する。１ミクロン未満の膜厚のステンレス鋼上の酸化防止コーテ
ィングは、コーティングされた層に対する基材の屈折率の違いのために、虹色の色を示す
。ステンレス鋼上の発明材料のアモルファスリン酸アルミニウムの薄膜コーティングは、
高温で酸化に対して有効であり、よって、曇りを防止する。また、それらは、被覆された
金属表面の反射性を維持するか、改善する。このコーティングは、また、物品上に装飾的
なコーティングとして利用することができる虹色を示す。いずれかの理論に拘束されるこ
とを望まなければ、発明者は、コーティングにおいて観察される虹色がコーティングの化
学作用、厚み及び均一性に依存すると考えている。
【０１０５】
　発明のコーティング材料は、薄いコーティングのために反射率、光彩、光沢及び他の光
学的効果を改変するために、アンダーコート及びオーバーコートとともに、用いることが
できる。アンダーコートとして、３又は４価のリン原子を含むいずれのリン材をも用いる
ことができる。リン化合物は、有機又は無機のいずれでもよい。有機リン酸塩は、有機亜
リン塩に限定されず、例えば、リン酸塩、ホスホン酸塩、水素亜リン酸塩、水素リン酸塩
、ポリリン酸塩、ポリホスホン酸塩、リン酸エステル類、亜リン酸エステル類、ホスフィ
ン、アルキルクロロホスフィン、クロロホスフェート及びそれらの混合物とすることがで
きる。無機リン酸塩は、限定されないが、例えば、金属リン酸塩、適当な溶媒と混合され
たリン酸、五酸化リン溶液、ハロゲン化リン、リン及びそれらの混合物とすることができ
る。オーバーコートは、有機又は無機又はハイブリッドコーティングとすることができる
。有機オーバーコート層は、限定されないが、有機分子又はポリマーの自己アセンブリ単
分子層とすることができる。また、シラン系コーティングは、オーバーコートとして用い
ることができる。発明材料自体、アンダー及びオーバーコートとして機能することができ
る。また、発明材料コーティングは、有機又は無機添加剤を含むことができる。無機添加
剤は、限定されないが、シリコン、鉄、亜鉛及びマンガン及び／又はそれらの混合物等の
金属イオンとすることができる。ナノ結晶質酸化物は、限定されないが、例えば、酸化亜
鉛、酸化チタン及びそれらの混合物とすることができる。
【０１０６】
　発明材料層は、有機テンプレート（例えば、ポリマー及び有機大分子）を用いる多孔性
バルク材料として製造することができる。特に、高温半導体であり、熱的に安定な低ｋ誘
電体層を必要とする炭化ケイ素のために、設計された多孔性を有する発明材料を、低ｋ誘
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電体として及びシリコン、ヒ化ガリウム及びその他の半導体のためのコーティングとして
用いることができる。プロセスとしてのスピンオンガラス法を、有効な拡散バリアとして
機能する発明材料層を堆積するために用いることができる。コーティングが良好な機械的
特性を維持することができるように、発明材料の多孔性はナノスケールとなるように設計
することができる。コーティング組成物における有機含量は、プロセスのためにクラック
を最小にするだけでなく、層の強度を改善するのを助長するために改変することができる
。
【０１０７】
　発明材料コーティングを用いることにより、半導体、太陽電池、フレキシブルディスプ
レイで用いられるガラス、ポリマー及び他の関連基材の表面欠陥のシールを有効に達成す
ることができる。さらに、発明材料コーティングは、酸素、湿気、ナトリウム及び他の環
境要因の拡散に対するバリア層として機能することもできる。
【０１０８】
　また、半導体産業においてフォトブランクとして用いられる石英、ガラス及び他の基材
上の欠陥をシールするために有用である。また、発明材料は、サブミクロンのスケールで
、必要ならば化学的又は物理的方法を用いてエッチングすることができる。
【０１０９】
　スチール又は他の表面上の光彩ガラスコーティングは、表面の美的価値を高めることが
できる。金属表面上に被覆されたとき、発明材料は、虹色を示す。そのようなコーティン
グは、形状、サイン、部分標識化及び多くの他のものとして適用されるかもしれない。
【０１１０】
　溶液ベースのプロセスを用いてマイクロスケールレベルでの連続的なクラックのないコ
ーティングを実現することは非常に困難な仕事である。ギャップを含む構造及び不均一な
表面構造ではより困難である。先行技術では、そのようなコーティングは、半導体装置で
ケイ酸塩、ホウケイ酸塩及びリンケイ酸塩のスピンオングラスコーティングによって提供
される。しかし、それらはクラック及びナトリウム拡散のような欠点ならびに他の問題を
有する。半導体産業では、既存のものを、製造コストを低減し、同等又は高い性能及び単
一材料での複数の特性の組み合わせに置き換えることができる低コスト技術を探求してい
る。
【０１１１】
　コーティングは、ナトリウム拡散を防止し又は制限するために十分厚く、気密であると
ともに、クラックフリーでなければならない。双方の組合せは、ゾルゲルコーティング技
術を使用して達成するのは困難である。コーティング技術の適当な改変及び発明のコーテ
ィング材料によって、これらの状況を達成することができる。コーティングは、コーティ
ング上に多層フィルムを形成するために被覆基材を平坦化することができなければならな
い。コーティング材料は、高い絶縁破壊強度で安定していなければならない。連続的なカ
バレージ又は端部のコーティングを達成する際に問題を生じさせるかもしれない液体の表
面張力機能を、適当な添加剤、発明材料及び改変発明材料前駆体の組成物、粘度及び濃度
を用いることにより、最小限にするか、排除することができる。
【０１１２】
　発明材料は、限定されないが、石英、シリコン、炭化ケイ素、ヒ化ガリウム及び他の基
材等の基材上のスピンオングラスコーティングとして用いることができる。発明材料コー
ティングは、限定されないが、絶縁、低誘電率、平坦化及びイオンバリア等、半導体装置
上のコーティングにとって不可欠な特性を有する。同様のコーティングを、発明材料の強
力な粘着性の性質のため、それらの表面化学にかかわりなく、いかなる種類の不均一性の
表面に形成することができる。発明材料及びその改変前駆体は、コーティング厚及び方法
によって、修正（conformal）コーティング及び平坦化コーティングの双方として用いる
ことができる。発明材料コーティングは、必要ならば、より上質の表面を達成するために
、ＭＲＦ又はＣＭＰのような他の平坦化技術を組み合わせることもできる。また、コーテ
ィングは、半導体装置を、取り扱い環境からナトリウム拡散に起因している問題から保護
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することができる。発明材料及び改変発明材料の前駆体は、スピンオングラス技術を用い
て、流動可能なギャップ充填材料として用いることができる。このように発明材料は、流
動可能なスピンオン絶縁体を製造するために用いることができる。スピンオングラス技術
に基づいて、限定されないが、ファスナーのような複雑な形状を有する小さな製品を、溶
媒、化学物質及び他の環境攻撃からの電解腐食（例えば、アルミニウムシャーシへのスチ
ールファスナー）及び分解から保護するため、発明材料で被覆することができる。
【０１１３】
　金属及びポリマーホイル基材は、ディスプレイ、光起電力装置、熱シールド及びその他
を含む種々の適用で用いることができる。発明材料の熱的安定なコーティングを、望まし
い特性を与えるために、これらの基材上に連続的に堆積することができる。発明のコーテ
ィング材料の多機能性は、安価な処理コスト及び高スループットで、先行技術材料に対し
て相当な利益を提供することができる。例えば、発明材料は、電気的絶縁性を与えて、平
滑な表面を提供するために堆積することができる。これは、十分な平坦性を付与すること
を要求されるさらなるコーティング層を伴うアルミナ層を堆積するために、一般に用いら
れる高価なＰＶＤ又はＣＶＤプロセスを回避する。食品包装産業に対して、発明材料は、
連続的なロール－ロール法でプラスチック基材上に堆積することができ、食物がこびりつ
かない特性を与えることができる。また、発明材料は、食物包装材料に又はから拡散する
ガスに対して、適当なバリア特性を与える。
【０１１４】
　真空ベースのコーティングは、処理方法のために本質的にピンホール及び他の欠陥を含
む。真空ベースの薄膜の発明材料コーティングは、これらの欠陥を取り除くことができ、
コーティングのバリア特性を有効に増大させることができる。さらに、発明材料コーティ
ングは、他のタイプのコーティングを製造するために平坦化テンプレートの働きをするこ
とができる。
【０１１５】
　装置、特にマイクロ及びナノ流体装置は、ブロー成形、ディップ成形、フィルム挿入成
形（ＦＩＭ）、ガスアシスト成形、反応射出成形、レジントランスファー成形、回転成形
、ＳＦ 成形、熱可塑性射出成形、真空アシスト成形、圧縮成形、延伸ブロー成形、熱成
形、ＵＶ反応成形もしくはエンボス加工又は他の成形法によってプラスチック材料から成
形される金型を用いる。これらの装置は、限定されないが、バイオメディカル装置、光学
通信システム（一部の直径は１ｍｍ以下、許容誤差は１μｍ以下）及びその他のような種
々の分野での適用を見出している。ナノ構造の表面を伴うマイクロ光学部品、完全な透明
性及び摩擦に対する長期耐性を伴う大面積自動車ウインドウは、プラスチック加工技術の
最先端である。マイクロ流体のラボオンチップ（lab-on-a-chip）システムは、臨床診断
及び生命科学研究を含む多くの研究所の適用への大きな可能性を有する。全血及び他の体
液のような実際の臨床試料の困難な要求を取り扱うために非常に適している種々の装置が
開発されている。その装置は、定量及び半定量的な分析及び分離適用のための自己充足的
な不動態使い捨て商品として独立型の適用で使うことができ、あるいは、それらは高度な
器具システムの構成部品として用いることができる。
【０１１６】
　ツールからの成形された部品の迅速で効果的なリリースは、いかなる効率的なモールド
プロセスに対しても鍵である。処理中に、高温樹脂（例えば、ポリエーテルイミド）は、
多くの標準的な離型添加剤の分解を引き起こす７００°Ｆ以上の温度に達するかもしれな
い。新たな高温モールドリリースでは、一部表面でのより良い再生及び一部の低傾斜面に
よる迅速なモールドサイクルを考慮して、処理窓の開口が必要である。モールディング表
面は、金属、シリコンその他を含む。
【０１１７】
　また、プラスチック加工は、モールドが永久型のモールドで用いられたコーティングを
リリースすることを必要とする。他の目的は、耐摩耗性、腐食抵抗力及び改善された樹脂
フローのためのより良いコーティングである。成功したコーティングは、改善された部分
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リリース及び部分品質、粗い材料からの摩損に対するモールドの保護及び低減された堆積
の蓄積をもたらし、より早いモールドの洗浄を可能にする。また、モールドへの部分的な
粘着、突き出しピンの破損、逆流弁のような不適切な稼動機械部品に起因する休止期間を
消失させることによって、相当の経済利益が得られる。正味の影響は、サイクル時間を減
少させ、メンテナンス間隔をより長くすることができる。
【０１１８】
　例えば、４０ロックウェルＣの硬度と１８インチごとの１２の空洞周囲長を有するＰ－
２０モールドは、テフロン（登録商標）ニッケル層、ラッピング化合物及びワイヤブラシ
処理及びショットごとの前離型適用にもかかわらず、リリースすることが困難であるモー
ルディング部品である。さらに、いかなる歪曲又は反りを引き起こさなくしようとすると
同時に、７２秒サイクルにおける最終工程で、労働者が手動で用心深くそれを型から引き
離すことを含む。部品から剥がすことは時間がかかり、高くつくことが証明されている。
スクラップ率は、３０から４０パーセントまで変動した。ツール表面上の６μｍの仕上げ
が、自動的にリリースするこの種のスピーカー格子適用に必要であることが確認されてい
る。従来のＥＤＭ技術を用いて、仕上げ仕事の１５０時間後に、わずか１２から１４μｍ
の仕上げを達成することが可能である。１５０時間後に、それより良好ないずれかの表面
仕上げを成し遂げることができた。
【０１１９】
　発明材料技術は、恒久的な離型コーティングとして有効かもしれない。発明材料は、従
来の研磨技術に対してほんの少しの必要な仕事及びコストで、６μｍ以下の表面粗さに低
減する利益を得ることができる。表面の粗さを低減することとともに、被覆表面の表面エ
ネルギーも、自己アセンブリ又はそれ自体の上層とすることができる有機オーバー層で、
低減することができる。１２ミクロンの表面への発明材料コーティングで改善したエネル
ギー及び仕上げは、プラスチック及びマイクロ流体産業にとって非常に有益となり得る。
ポリマー、金属、合金、高温安定ポリマー等の種々の材料が、適用の必要条件によって、
成形の際に使用される。
【０１２０】
　軍用機のウインドウは、それがジェット戦闘機の天蓋か赤外線センサーのカバーである
かどうかにかかわらず、高速で破片によって砲撃されるのに耐え、パイロットが外を見る
又は赤外信号を到達させるために、十分に透明性を維持するために、相当頑丈でなければ
ならない。従来のイットリアからなるウインドウは、飛行状況によってひびが入る傾向が
ある。発明材料は高負荷で、そのようなナノ粒子を分散させ、コーティングとして適用す
る媒体として用いることができる。これは、赤外線ストアスキャナ及び他の適用のコーテ
ィングのための費用効果がよい方法として用いることができる。また、それは、ジェット
戦闘機で天蓋の寿命を延ばすことを助長する。
【０１２１】
　本発明の種々の他の用途及び応用は、以下を含む。
　発明材料コーティングは、熱スプレーコーティング産業で用いることができる。例えば
、発明材料が、ＭＣｒＡｌＹ系タービン羽根のスプレーコーティングのための浸透シーラ
ーとして、コールドスプレーコーティング適用のための供給原料として用いることができ
る。
【０１２２】
　疎水性オーバー相の有無にかかわらず、発明材料コーティングは、低濡れ性フロントガ
ラスコーティングとして用いることができる。
　低温アモルファスの発明材料コーティング／Ａｌ２Ｏ３コーティングは、限定されない
が、エレクトロニクス、テキスタイル及びポリマーを含む種々の分野で用いることができ
る。
【０１２３】
　発明材料は、熱いガスを取り扱っているシステムで用いられるＮｉの豊富な構成部材の
ための抗触媒性コーティングとして用いることができる。
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　本発明材料は、粉末冶金構成成分（焼結物硬化性）用の浸潤剤として用いることができ
る。
【０１２４】
　発明材料は、コーティング組成物として、燃料電池及びガス改質部品（熱い表面）にお
いて用いることができる。
　金属上の発明材料コーティングは、腐食保護を伴う接着剤の改善及びラッカー粘着剤の
改善のための界面層として用いることができる。
【０１２５】
　また、発明材料コーティングは、それらの低誘電率特性に関して、光電式及び他のセン
サーに有用である。電気的絶縁性の発明材料コーティングは、金属ホイル上の太陽電池の
設計を必要とする。発明材料コーティングは、太陽電池の電気的バックコンタクトと導電
性基材との間の保護層として機能する。
【０１２６】
　発明材料コーティングの厚み必要量は、適用によって変動する。
　以下の表は、実用性と、限定されない必要な層の厚みとともに用途をリストしたもので
ある。
【０１２７】
　用途／層厚
　高反射及び反射防止コーティング用光学層積層物／１０ｎｍ～２００ｎｍ
　プラスチックウェブ上の透明ガスバリアコーティング ／３０ｎｍ～１００ｎｍ
　ポリカーボネートシート上の耐摩耗性コーティング／４～６ミクロン 
　接着性改善用界面層（いくつかの基材）／５～２０ｎｍ 
　スチール上の変換層（腐食防止、ラッカー接着）／０．３～０．４ミクロン
　誘電コーティング（センサー、太陽電池のバックサイド保護）／２～５ミクロン
　発明の材料コーティングは、基材表面の種々の特性を調節するために、非常に有益とな
り得る。例えば、異なる会社によって製造されたスライドガラスは、同じ組成を有さない
かもしれない。同じメーカーのものでさえ、異なるバッチのスライドガラスは、必ずしも
一致しないかもしれない。例えば、表面粗さは、これらのサンプルが経た処理によって異
なるかもしれない。例えば、マイクロアレイのようなサンプルでほとんど同一の表面特性
を備えることは、用途によっては非常に重要である。発明材料コーティングは、均一な表
面上の特徴（例えば、均一な表面の化学的均一な表面粗さ等）を提供することができる。
【０１２８】
　金属及び合金（例えば、チタン、Ｔｉ６Ａｌ４Ｖ、ＣｏＣｒ）は、それらの優れた機械
的特性及び非毒性な挙動のために整形移植組織のための材料として広く使われている。高
い強度及び耐疲労性ならびに有効性、加工容易性及び低コストは、インプラント歯科学に
おいて、金属によって得られる重要な役割を証明する。これらの金属が周辺組織、特に硬
い組織、合金と一体化するかもしれず。化学的及び機械的結合を示し、良好な生体適合性
／組織適合性及び生体機能性を示すため、特別な重要性がチタン及びその合金ならびにＣ
ｏＣｒ合金に与えられる。とりわけフレッティング疾患が、粒子疾患、引き続いて移植組
織剥離を招くかもしれない磨耗粒子の生成に強く寄与するため、腐食の差及び高い割合が
、移植組織材料の選択に影響する。また、微生物汚染物質及び生物膜への金属表面の親和
性は、重大な問題である。移植組織感染症の割合は、危険の多いインプラントの交換を必
要とし、良好なクリニックでさえ、２％から３％に達するかもしれない。最初のインプラ
ント及びインプラントの交換のための慎重な設計は、応力遮蔽及び骨株の損失の問題に直
面する。大部分の先行技術で、コーティングはひびが入り、ガラス－金属界面の信頼性が
乏しい。そのため、強力に付着し、保護及び生体適合性のあるコーティングが非常に有益
であろう。
【０１２９】
　先行技術で、装置産業において用いられたポリマー、金属及び合金又は他の生体適合物
質の表面を改質することが、種々の方法が開発されている。その例は、従来のコーティン
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グプロセス（例えば、スプレー又は浸漬）、真空蒸着技術、拡散、レーザー及びプラズマ
プロセスのような表面改質技術、化学めっき、グラフト又は結合、ヒドロゲルカプセル化
及び高エネルギー粒子の衝撃が挙げられる。一般に、例えば、より簡単に挿入するために
付着しないコーティングをカテーテルに付加することによって、部品又は装置において、
物理的又は機械的特性を改善することを達成することが目的であった。しかし、次第に、
表面改質は、特定の望ましい生体反応を誘発するか、潜在的な副作用を妨げることを目指
している。低摩擦、疎水性、親水性又は他の官能化コーティングが、頸動脈及び胆管閉塞
、抹梢血管疾患を治療するため用いられ、頸動脈ステント、ガイドワイヤ、カテーテル等
に使用するために、侵襲性器具、製品及びアクセサリコーティングが必要とされている。
【０１３０】
　本発明は、発明材料に基づく保護的、機能的、生物学的適合性のコーティングを開発す
ることに関する。発明材料の組成物は、医療装置とインプラントとの上にコーティングす
るための必要を適合させるように手直しすることができる。金属又はポリマー基材上の発
明材料コーティングは、相当程度摩擦係数を低下させることができる。コーティング及び
硬化の後、発明材料の表面は、親水性又は疎水性となっている。発明材料コーティング上
に自己アセンブリ有機層又は有機層のコーティングを用いることにより、適当な機能性を
与えることができる。ヒドロキシアパタイト又は他の生理活性ナノ粒子を、生体適合性を
改善するために、発明材料コーティング中に取り入れることができる。生理活性層、例え
ば、ヒドロキシアパタイトは、真空、プラズマ又はゾルゲルベースのコーティング技術を
使用して堆積することができる。この場合、発明材料コーティングは、生理活性材料とと
もに金属又は重合医療装置基材間で粘着力を向上させる接着材層の働きをすることができ
る。
【０１３１】
　発明材料コーティングは、例えば、外科的プローブ、照明製品等で使われる溶融シリカ
又はクォーツ及び他のアモルファス材料のアルカリ又は他の種での反応からの失透を、有
効の防止又は低減することができる。
【０１３２】
　境界潤滑は、多くのシステムの注油特性を強化することが知られている。本発明は、発
明材料コーティング表面上のアルキルフルオロシランの堆積及びそのような有機層の安定
性に取り組む。なめらかな表面は、低い摩擦特性にとって非常に望ましいが、相当の表面
の準備を必要とし、合金表面のピットのような表面欠陥の存在は、表面の仕上がりの品質
を制限する。表面を平坦化することができる良好な接着性、摩滅抵抗するコーティングは
、摩擦学的適用のために非常に有用である。発明材料膜は、潤滑油及び雰囲気の双方から
基材の腐食を防止することができる。気密な発明材料コーティングは、潤滑油及び雰囲気
に存在する腐食性の種から基材を保護することができる。
【０１３３】
　ポリマー等の材料上の発明材料コーティングは、ａ）光照射（例えば、ＵＶ照射）に対
して良好な保護、ｂ）酸、アルカリ、有機溶媒及び他の化学物質に対して良好な保護、ｃ
）コーティングが被覆表面を平坦化し、表面粗さを低減するようにポリマー表面における
欠陥（例えばピット）を適切にシールし、粒子を被覆する、、ｄ）不活性ガス（例えば、
酸素、窒素、水素）に対して、化学的に活性なガス（例えば、水、二酸化炭素）ならびに
液体及び蒸気（例えば、原子、ファインケミカル、ガソリン）に対する良好なバリア、ｅ
）原子酸素、窒素、酸素、水素及び低地球軌道で見出され又は実験室で開発された他の元
素に対する良好なバリア、ｆ）種々の源（例えば、常習的な取り扱い材料、高速材料での
衝撃等）から発生するポリマー表面の機械的ダメージに対する良好な保護、ｇ）酸化に対
する良好な保護、ｈ）腐食に対する良好な保護、ｉ）湿気に対する良好な保護、ｊ）体液
、化学物質及び微生物からの腐食に対する医療用途で用いられるバイオメディカルポリマ
ーの良好な保護、ｋ）平坦化によるポリマー表面の摩擦係数の低減及びｌ）被覆ポリマー
表面の耐摩損性の増加を付与する。理論に束縛されることを望まないならば、これらのう
ち、適切で革新的な特性は、高密度で、連続的で、スムーズで、強力な粘着性の無機、主
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に無機又は無機－有機複合体コーティングの形成を促進する発明材料の能力である。
【０１３４】
　プラスチックフィルム又は基材を形成するポリマーの例に関して、セルロースエステル
類（例えば、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース、プロピオニルセルロース
、ブチリルセルロース、アセチルプロピオニルセルロース、ニトロセルロース）、ポリア
ミド、ポリカーボネート、ポリエステル（例えば、ポリ（エチレンテレフタレート）、ポ
リ（エチレンナフタレート）、ポリ（１,４－シクロヘキサンジメチレンテレフタレート
）、ポリエチレン－１,２－ジフェノキシエタン－４,４’－ジカルボキシレート、ポリ（
ブチレンテレフタレート））、ポリスチレン（例えば、シンジオタクチックポリスチレン
）、ポリオレフィン（例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリメチルペンテン）、
ポリスルホン、ポリ（エーテルスルホン）、ポリアリーレート、ポリ（エーテルイミド）
、ポリ（メチルメタクリレート）及びポリ（エーテルケトン）が含まれる。トリアセチル
セルロース、ポリカーボネート、ポリ（エチレンテレフタレート）及びポリエチレンナフ
タレート）が好ましい。ポリマーからなる包装材料は、例えば、ポリプロピレンＰＰ、ポ
リエチレンＰＥ、ポリアミドＰＡ、ＰＥＴ、種々のポリマー材料（例えば、ＰＰ／ＰＥ、
ＰＥＴ／ＰＰ、ＰＥＴ／ＰＥ、ＰＥ／ＰＡ）からなる積層膜が挙げられる。
【０１３５】
　フレキシブルディスプレイ装置に用いられるプラスチック層は、例えば、ポリエステル
、ポリカーボネート、ポリビニルブテレート、ポリエチレン及び置換ポリエチレン、ポリ
ヒドロキシブチレート、ポリヒドロキシビニルブチレート、ポリエーテルイミド、ポリア
ミド、ポリエチレンナファラート（polyethylenenaphalate）、ポリアミド、ポリエーテ
ル、ポリスルホン、ポリビニルアセチレン、透明熱可塑性物質、透明ポリブタジエン、ポ
リシアノアクリレート、セルロース系ポリマー、ポリアクリレート及びポリメタクリレー
ト、ポリビニルアルコール、ポリスルフィド及びポリシロキサンから作ることができる。
【０１３６】
　また、基材は、積層体の形態とすることができ、複合体のプラスチック層は、いずれか
の適当な方法によってガラス層上に被覆される。つまり、(ｉ)プラスチックがすでにフィ
ルムとして存在し、ガラスに積層され、(ii)プラスチックは、フィルム形態ではないが、
ディップ、スプレー及び他の方法によってグラス上に被覆された異なる状態とすることが
可能である。上述したプレポリマーは、例えば、(ii)の場合に従う。しかし、上述した他
のプラスチックのいくつかは、(ii)の場合のために被覆してもよい。この例において、ポ
リマーは、溶液、溶融又はプレポリマーから被覆することによって、実質的にガラス上に
被覆することができる。
【０１３７】
　基材は、また、高温の熱安定性を有するいかなる有機物、望ましくは有機ポリマーであ
ってもよい。ポリマーは、熱可塑性物質または熱硬化性物質、望ましくは高温熱可塑性物
質（例えば、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ビスマレイミド）、
フッ素樹脂（例えば、ポリテトラフルオロエチレン）、ケトン系樹脂、ポリフェニレンス
ルフィド、ポリベンズイミダゾール、芳香族ポリエステル及び液晶ポリマーとしてもよい
。さらに、ポリオレフィン、特に、結晶性の高分子量タイプを用いることができる。
【０１３８】
　硬化は、縮合し、Ａｌ－Ｏ－Ａｌ、Ｐ－Ｏ－Ａｌ基の形成をもたらすことができるいか
なる方法によっても生じさせることができる。例えば、熱処理、関連周波数のＵＶ光の露
光、３以上へ溶液のｐＨを増加させること、ＩＲ放射線の暴露、マイクロ波放射の暴露、
Ｐ－ＯＲ基を加水分解することができる化学物質への暴露、縮合率を増大させることがで
きる適当な化学物質の添加又は上記の方法のいずれかの組み合わせである。
【０１３９】
　ポリマーへの無機コーティングの粘着力は、先行技術で報告されるコーティングの使用
を制限する重大な問題である。粘着力をテープテストで測定することは、発明材料で被覆
されたポリイミドサンプル（ＡＳＴＭ Ｄ－３３５９のテストと同様）において実行した
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。３Ｍ（商標） スコッチ（商標）テープを、コーティング上に適用し、次いで、迅速に
剥がした。ポリイミド膜上の発明材料の除去又は接着力の損失はなかった。１８０°まで
屈曲した後の発明材料で被覆されたポリイミドの光学顕微鏡観察では、コーティングのい
かなるクラックもなかった。これらの結果は、ポリマーの上でCerablak（商標）の強力な
接着力を示す。リン酸ベースのコーティングは、ポリマー上で強力な粘着力を示すことは
、知られている。例えば、ポリエチレン及びポリ（テトラフルオロエチレン）上のリン酸
カルシウムは、それぞれ６．４及び５．８ＭＰａの粘着強度を示した。いずれかの理論に
拘束されることを望まないならば、強力な接着力は、コーティングの硬化の間、リン酸基
とポリマー界面との間のＣ－Ｏ結合の形成によると考えられる。粘着力は、Ａｒイオンで
基材をあらかじめ処理することによって向上させることができる。発明材料の前駆体溶液
は、若干酸性であるが、コーティングプロセスの間、酸に敏感なポリマー基材面にダメー
ジを与えない。
【０１４０】
　前駆体溶液においてリンに結合する有機基は、Ｐ－ＯＲ基をＰ－ＯＨ基で置換すること
によって低減させることができるか、完全に消失させることができる。しかし、前駆体溶
液のいずれかの化学変化が、縮合及び薄膜の形成に影響を及ぼすかもしれない。発明の前
駆体溶液のいくつかの実施形態では、特徴的な［Ｏ＝Ｐ－Ｏ－Ａｌ－Ｏ－Ａｌ］結合を有
するアルミノホスフェート複合体を保持することができる。いずれかの理論に拘束される
ことを望まないならば、有機含量は、「Ｐ－ＯＨ」種の相対的な含量を増大させることに
より、かなり低減させることができる。溶媒として水または他の非アルコール系化学製品
を使うことに加えて、有機含量は、立体配置的に障害されたアルコール類（例えば、硝酸
アルミニウムの溶媒としてのイソブチルアルコール）を用いて低減させることもできる。
凝集されたリン酸塩（Ｐ－Ｏ－Ｐ）基によるイソブチルアルコールの反応速度は低い。た
とえＰ－Ｏ－ｉ－Ｂｕ基が溶液中で形成されるとしても、それらは還流で除去することが
でき、室温でガスである２－メチルプロペン（沸点：６．６℃）を形成する。
【０１４１】
　アルコール類による低表面エネルギーポリマーの濡れは、課題である。高硬化温度が接
着力を改善するために必要かもしれないため、接着力は懸念である。ポリイミドフィルム
の場合、発明材料コーティング接着力は、いずれの表面処理がなくても、良好であること
を示す。いずれかのポリマーに対してコーティング粘着力が弱い場合、ポリマー表面の改
変を採用することができる。いくつかの技術、プライマー堆積、表面アセンブリ単分子層
ＳＡＭの使用、酸素プラズマエッチング及び硫化クロム（sulfochromic）浴処置を、濡れ
を改善するのに用いることができる。発明材料コーティングは、また、他の金属で、ポリ
マー及び無機コーティングのために、下塗り又は粘着力を促進する層を用いることができ
る。
【０１４２】
　下層及び上層は、いずれかの有機ポリマーコーティング、無機－有機複合型コーティン
グ又は金属コーティングから選択することができる。また、これらの層は、異なる組成の
同じ発明材料から形成することができる。これらの層は、また、いずれかの無機又は有機
官能化剤で改質された発明材料前駆体によって形成することができる。例えば、ＵＶ放射
線保護のためのＵＶ吸収体、ＺｎＯ、ＣｅＯ２、ＴｉＯ２のような散乱体、抗菌活性のた
めのＡｇイオン、電気特性のためのＩＴＯのような透明金属酸化物、機械的特性を改善す
るためのＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２又は親水性を与えるためのＴｉＯ２のような光
触媒種が挙げられる。これら下層及び上層のいくつかの層は、必要に応じて形成すること
ができる。発明材料コーティングは、適当に改変された屈折率でポリマー表面を平坦化す
ることができ、被覆された重合基材から光の散乱を低減することを助長する。
【実施例】
【０１４３】
　以下の非限定的な実施例及びデータは、それとともに種々のリン酸アルミニウム化合物
及び関連した組成物の使用を含む本発明の複合体、製品及び方法に関して種々な観点及び
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特徴を例示する。そのことはここに記述される合成方法論を通して入手される。先行技術
と比較すると、本発明の組成物、複合体、製品及び関連した方法は、意外であり、予想外
で、それらと対照的な結果及びデータを提供する。本発明の有用性は、それとともに使わ
れるいくつかの複合体／製品とリン酸アルミニウムを主成分とするコーティング組成物を
用いることにより例示される一方、相当する結果が種々の他の複合体／製品及びコーティ
ング組成物で入手できることは当業者によってよく理解されている。そして、そのことは
この発明の範囲に相応している。
【０１４４】
　実施例１
　アモルファスリン酸アルミニウムコーティングを堆積する好ましいひとつの方法は、透
明化学前駆体溶液、好ましくは有機溶媒中にアルミニウム塩及びリン酸エステルを含む溶
液を用いる。アルミニウム：リン比が２：１のアモルファスリン酸アルミニウムコーティ
ングを堆積するために用いられる溶液は、３００ｍＬエタノール中にＡｌ(ＮＯ３) ３・
９Ｈ２Ｏを２６４ｇ溶解することにより調製する。別の容器に、１００ｍＬエタノールに
、２５ｇのＰ２Ｏ５を溶解する。これらの溶液を混合する。得られた溶液を０．２ モル
Ａｌ／Ｌ溶液の濃度に、エタノールで希釈する。この溶液を、基材上にアモルファスリン
酸アルミニウムを堆積するために用いる。
【０１４５】
　実施例２
　アルミニウム：リン比が４：１のアモルファスリン酸アルミニウムコーティングを堆積
するために用いられる溶液は、３００ｍＬエタノール中にＡｌ(ＮＯ３) ３・９Ｈ２Ｏを
５２８ｇ溶解することにより調製する。別の容器に、１００ｍＬエタノールに、２５ｇの
Ｐ２Ｏ５を溶解する。これらの溶液を混合する。得られた溶液を０．２ モルＡｌ／Ｌ溶
液の濃度に、エタノールで希釈する。
【０１４６】
　実施例３
　ステンレス鋼プレートを洗剤と水で、続いて、メタノール中で超音波によって洗浄した
。実施例１で調製した溶液に浸漬した。ヒートガンを用いて乾燥した。乾燥サンプルを１
分間、４００℃で加熱し、室温に冷却した。硬化したステンレス鋼表面は強い虹色を示し
た。この種の発明材料コーティングは、物品の装飾コーティングとして適用することがで
きる。
【０１４７】
　実施例４
　ステンレス鋼プレートを洗剤と水で、続いて、メタノール中で超音波によって洗浄した
。次いで、リン酸とアルミニウム混合物を含むアルコール溶液に浸漬した。次に、ヒート
ガンを用いて乾燥した。乾燥サンプルを１分間、４００℃で加熱し、室温に冷却した。
【０１４８】
　実施例５
　実施例４で製造したサンプルのＩＲ吸収スペクトルを、８０°かすめ角アクセサリーを
用いたパーキン・エルマー・スペクトル・ワン・スペクトルメータで記録した（図１）。
【０１４９】
　実施例６
　実施例１で調製された前駆体溶液のオーバーコートを、実施例２で調製したサンプル上
にディップコーティングによって塗布した。次いで、サンプルを１５分間、５００℃で熱
処理し、室温に冷却した。プレートの未被覆部は、酸化のために変色する。被覆部は輝い
て、銀色を保持した。前駆体溶液濃度、組成物及びコーティング状態は、被覆された表面
の表面モホロジーに強く依存する。このように、発明材料コーティングの虹色の光彩効果
は、前駆体及びコーティング法の適切な改変によって取り除かれるかもしれない。
【０１５０】
　実施例７
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　実施例６で製造したサンプルのＩＲ吸収スペクトルを、８０°かすめ角アクセサリーを
用いたパーキン・エルマー・スペクトル・ワン・スペクトルメータで記録した（図）。
【０１５１】
　実施例８
　発明材料で被覆されたステンレス鋼の一表面に、指紋の痕跡を、表面に親指を押し付け
ることで形成した。次いで、その痕跡をふき取るために清浄クロスを用いた。親指の痕跡
は、審美的な、快い、きれいな表面を残して、非常に容易に被覆表面から除去することが
できた。同様の清浄方法を用いては、未被覆表面から指紋の痕跡を除去することはできな
かった。
【０１５２】
　実施例９
　固体基材の発明材料コーティングの着色に抵抗する作用をこの実施例で示す。種々の材
料（例えば、ケチャップ、Ｈ２Ｏ＋ＮａＣｌ、トマト、レモン、茶、コーヒー、ミルク、
酢酸、クエン酸２０％、ラード＋オレイン酸、ジャム、バター、オリーブ油及び他のアイ
テム）を、発明材料が被覆されたステンレスクーポンにつけ、室温及び９０℃で乾燥した
。次いで、水で洗浄し、続いて視覚的に被覆表面についたいずれかのしみについて調べた
。発明材料で被覆された表面は、少しの汚れも示さなかった。
【０１５３】
　実施例１０
　実施例５で調製された、発明材料で被覆されたステンレス鋼サンプルについて、鉛筆硬
度試験を行った。鉛筆硬度は、６Ｈを超えることが認められた。
【０１５４】
　実施例１１
　発明材料で被覆された表面の反射率を、７００℃に加熱処理する前後で測定した。反射
率は、未被覆対照サンプルと比較して、被覆表面で維持された。
【０１５５】
　参考例１２
　結晶アルミナ（サファイア）の小片サンプルを脱イオン水、アセトン及びメタノールで
洗浄した。次いで、実施例２（４：１のＡｌ：Ｐ比）で調製された前駆体溶液を用いてデ
ィップコートした。ディップコートの引き出し速度は２ｃｍ／秒である。次いで、８００
℃で１０分間硬化した。透明なコーティングが得られた。
【０１５６】
　参考例１３
　サファイア上の発明材料コーティングのＴＥＭイメージは、気密で、高密度で、均一な
発明のコーティングを示す（図３）。発明材料コーティングから得られた電子回折パター
ンは、コーティングアモルファス特性を示す。発明材料膜は、膜厚１４０ｎｍ以下で均一
である。高解像度ＴＥＭは、膜中で典型的なアモルファスコントラストを示した。発明材
料とサファイアとの間に界面層（５ｎｍ以下）がある。
【０１５７】
　参考例１４
　部分的に発明材料で被覆されたエナメルクーポンのテストでは、３００℃で１５分間硬
化したトマトソースを、水及び柔らかい布だけを用いて、被覆していない領域と比較して
、被覆領域において、比較的容易に除去されたことを示す（図４）。この残渣は、光学顕
微鏡下で観察したとき、基材に良好に結合しているようであった。
【０１５８】
　参考例１５
　熱処理後の１μｍ研磨の未被覆ＳｉＣ表面及び発明材料で被覆されたＳｉＣは、未被覆
に比較して反射面を示した（図１５）。
【０１５９】
　参考例１６
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　発明材料で被覆され、熱処理されたＳｉＣのＡＦＭイメージは、非常に平滑な表面を示
した（図６）。
【０１６０】
　実施例１７
　いくつかの金属、合金及びガラス基材のために観察した発明材料膜の気密特性に基づい
て、発明材料がかなり良好にポリマー上でマイクロスケール面欠陥をシールするのに有用
であることが予想される。図７は、膜によって誘導される顕著な平坦化効果を示す発明材
料で被覆された金属合金表面のＡＦＭイメージを示す。表面の粗さの４Ｘを超える低減が
膜の存在で見られる。
【０１６１】
　金属表面（ミクロン仕上げの研磨後でさえ）上のミクロンスケールの表面欠陥は、酸化
の開始部位として用いられる。金属基材が高温酸化の間、酸化されて、これらの小さな表
面欠陥は酸化の開始点として用いられる。これらの小さな欠陥は、大きなピットになる。
しかし、点食が基本的に消失するように、比較的薄い発明材料膜を十分に堆積することに
よって、これらの欠陥を被覆する。これらの結果は、被覆表面でミクロンスケールの欠陥
（かき傷、ピット等）をシールすることに対する発明材料の可能性を示す。
【０１６２】
　実施例１８
　銅のブロック１×３径を、アセトン及びメタノール中の超音波処理で洗浄した。次いで
、発明材料前駆体溶液中でディップコートした。空気中で乾燥し、２００℃の炉中で１５
分間熱処理した。この熱処理後の発明材料コーティングの作用を写真に示す（図８）。発
明材料で被覆された部分は、明るく、輝いたままである。他方、コーティングしてない側
は、完全に曇っている。同様に銅、真鍮及び他の金属ワイヤを発明材料で被覆することが
でき、酸化及び環境ダメージに対して保護することができる。
【０１６３】
　参考例１９
　発明材料で被覆したスライドガラスのＡＦＭイメージを、被覆していないガラスととも
に、図９に示す。発明材料で被覆された表面は、非常に平滑でｒｍｓ粗さは被覆されてい
ないガラスと桁違いに低減する。
【０１６４】
　実施例２０
　重合基材上のセラミック材料のクラックのないコーティングの形成は、大きな熱膨張係
数の不適合及び重合基材の熱感受特性のため、技術的課題である。特に、コーティングが
高温で硬化するならば、残りの熱ストレスは膜にクラックをもたらす。これは、コーティ
ング厚さを最小限に維持し、膜の基材に対する粘着力エネルギーを増大する場合に、最小
限に止めることができる。これらの双方の形態の発明材料は、低粘度であり、比較的低温
で熱分解により容易に分解するリン酸ベースの前駆体溶液のため、達成することができる
。ポリイミド複合体上の発明材料コーティングの光学イメージは、被覆表面に対する平坦
化作用を示した。また、発明材料は欠陥をカバーし、そのような隙間を作ることなく、表
面を気密にする。
【０１６５】
　実施例２１
　ポリビニルピロリドン、ＰＶＰ（ＭＷ６３００００）を、実施例２で調製した発明材料
の前駆体溶液に溶解した。溶液中のＰＶＰ量を０～１００重量％で変化することができる
。溶液の濃度は、ＰＶＰ含量の増加に伴い増大する。また、溶液を、ＰＶＰとＡｌ(ＮＯ

３) ３及びＰ２Ｏ５溶液を混合することによって直接調製することができる。他の分子量
のＰＶＰを用いることもできる。
【０１６６】
　実施例２２
　ポリカーボネートサンプル（１×１径）を、３０秒間、硫化クロム浴中に浸漬した。次
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いで、大量の脱イオン水で洗浄した。続いて、実施例２で調製した発明材料の前駆体溶液
でディップコートした。ヒートガンで被覆サンプルを乾燥した。次いで、１３０℃のオー
ブン中で熱処理した。しばらく硬化させた後、透明コーティングが形成された。
【０１６７】
　実施例２３
　ポリカーボネートサンプル（１×１径）を、３０秒間、硫化クロム浴中に浸漬した。次
いで、大量の脱イオン水で洗浄した。続いて、実施例３で調製した改変発明材料の前駆体
溶液でディップコートした。ヒートガンで被覆サンプルを乾燥した。次いで、１３０℃の
オーブン中で熱処理した。しばらく硬化させた後、透明コーティングが形成された。
【０１６８】
　実施例２４
　メチルエチルケトン溶液を、実施例５で調製した発明材料で被覆されたポリカーボネー
ト膜の表面に滴下した。ポリカーボネートとの反応は認められなかった。これは、発明材
料コーティングの化学物質に対する保護能及びその良好なバリア特性を示唆する。
【０１６９】
　実施例２５
　メディウム中に分散したナノサイズの酸化亜鉛粒子を、実施例２で調製した発明材料の
前駆体溶液と混合した。酸化亜鉛の量は、変化させることができる。また、溶液を、酸化
亜鉛とＡｌ(ＮＯ３) ３及びＰ２Ｏ５溶液を混合することによって直接調製することがで
きる。
【０１７０】
　実施例２６
　発明材料コーティングの硬化状態を測定するために、発明材料で被覆されたステンレス
鋼箔のＦＴＩＲ反射率スペクトルを、温度と熱処理時間との関数として記録した（図１０
）。リン酸エステルのための有機吸収ピーク（１３７０、１４３２、１４７３ １７２０
、２９８７ｃｍ－１）の強度が減少し、完全に結合したＰＯ４基のための単一の強力な吸
収が、硬化温度及び時間の増加とともに１２００ｃｍ－１付近に現れた。硬化温度が増加
するにつれて、要求される熱処理を短縮化することができる。ＦＴＩＲデータに基づいて
、３２５℃の硬化温度が、若干の水を含んで完全な無機コーティングを得るために必要で
ある。クラックのないコーティングは、３４０℃まで、発明材料で被覆されたポリイミド
を硬化することによって得られた。コーティングの硬化温度及び安定性は、基材の性質、
厚み及び処理前の形態によって変化させることができる。硬化温度は、発明材料の前駆体
溶液の構成に従い、異ならせることもできる。２００℃でより長い時間熱処理したサンプ
ルのＦＴＩＲデータは、コーティングが、２００℃での硬化でさえも十分に高密度で気密
であることを示すであろう。コーティング中の残留水分含量においてわずかな変化を示し
たことに注目することは興味深い。この研究によると、２００℃の硬化温度は、ポリマー
上の保護コーティングを形成するので十分に違いない。しかし、より高温では、より良好
な粘着力を付与し、気密品質がより良好であろう。
【０１７１】
　実施例２７
　清浄なステンレス鋼箔を、実施例１で調製した前駆体溶液で被覆した。サンプルの熱処
理を、８００℃を超える炉中で、数秒間行った。フラッシュ硬化された発明材料コーティ
ングのかすめ角赤外線反射スペクトルは、有機物及び水分子の欠如と完全に硬化した無機
金属ホスフェート層の形成を示す（図１１）。このフラッシュ硬化プロセスの間、表面コ
ーティングは、５００℃より高い温度に達するが、基材は、２５０℃未満である。このフ
ラッシュ硬化技術は、ある種のコーティングプロセス（例えば、ロール－ロール等）及び
ポリマーのような熱に敏感な基材のために好ましい。
【０１７２】
　実施例２８
　ポリイミドは、有機樹脂として分類され、それらの特別な熱的及び化学的抵抗性のため
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にエンジニアリング適用で用いられる。半導体産業で、これらの材料が、主に柔軟なプリ
ント回路基材のため及び無線、デジタル及びコンピュータ産業の集積回路適用のための基
材として用いられる。これらの材料の表面仕上げは、それらの性能に直接的な影響を及ぼ
し、従って、これらの形態を最適化することが重要である。発明材料は、清浄されたポリ
イミド膜上を被覆し、３００℃で１時間硬化する。発明材料で被覆されたポリイミド膜の
ＳＥＭイメージは、コーティングのクラックのない特性を示した。また、ポリイミド面上
の粒子は、発明材料コーティングによって被覆される。
【０１７３】
　実施例２９
　発明材料コーティングへのナノスケールのＺｎＯ（１０ｍｏｌ％未満）の４０％の添加
によるＵＶ吸収の低減。この実施例は、発明材料へのＵＶ吸収剤の添加の作用を示す。発
明材料及びサファイアプレート上に被覆された発明材料に分散されたＺｎＯのＵＶ－可視
透過スペクトル（図１３）。
【０１７４】
　参考例３０
　発明材料コーティング又は表面の処置を含む石英ガラス製品は、用益の間、環境でケイ
酸塩反応を防止することができる。この実施例の結果は、溶融シリカサンプル上の発明材
料コーティングのこの作用を示す。融解シリカサンプルを、部分的に発明材料で被覆し、
硫酸ナトリウムで、９００℃、１５時間処理した。この処理条件下で、被覆されていない
溶融石英はナトリウムイオンとの反応のために不透明になり、発明材料で被覆された部分
は透明のままであり、ナトリウムイオン拡散に対して発明材料コーティングのバリア効果
を示す（図１４）。
【０１７５】
　実施例３１
　発明材料の実施形態は、化学的、熱的に安定な結合剤又は接着剤として用いることがで
きる。これらの実験において、改変前駆体溶液を、結合すべき一表面に適用し、他表面を
、第１に押し付け、前駆体溶液が十分に、結合すべき２つの小片を被覆したことを確かめ
た。２つの小片を一緒に固定し、無機材料を形成するために熱処理した。製造されたジョ
イントは、これらの予備実験での低レベルの労力を考慮すると、比較的良好な結合強度を
示した。リン含有量は、透過性及び接着力強度の双方に作用するであろう。発明材料のリ
ンに富む組成物は、比較的高いリン含有量であるため、ＩＲ範囲における若干の吸収を示
したが、結合は、より強力であるかもしれない。結合実験を、ガラスとステンレス鋼クー
ポンとの上で行った。ガラスは非常に滑らかな表面を有しており、一方、鋼は＃３仕上げ
を有していた。これらの実験は、発明材料ベースの接着剤は、表面仕上げが異なる基材材
料を結合することができることを証明した。
【０１７６】
　この適用への直接的な関連のさらなる証拠を提供するために、サファイアプレート（長
方形の）を、ＺｎＳディスククーポンに結合した。結合は、ジョイントの熱安定性をテス
トするために、１時間、空気中で、４５０℃にてアニールした。材料は、良好な結合を維
持し、発明材料接着剤の強力な特性を示唆する。結合対の透過スペクトル測定では、サフ
ァイアの不透明さのために、６μｍ以上での透過率が減少するが、３～５μｍにおいて良
好な透過性を示す（図１５）。
【０１７７】
　参考例３２
　発明材料は、他の元素（例えば、シリコン）の添加又はドーピングを含む広範囲にわた
るＡｌ／Ｐ比（例えば、０．５／１～１０／１及び２５／１）で合成することができ、そ
れは特定の機能的な特性を誘導するのに必要かもしれない。図１６で示したように、Ｚｎ
Ｓ上の種々の組成物の２つの発明材料膜の透過性の比較では、６／１のＡｌ／Ｐ比が、シ
リコン添加（二酸化ケイ素も同領域周辺で吸収）で比較的リン酸塩に富む組成物に比較し
て、無視できるほどのリン酸塩吸収を示すことが分かる。しかし、良好な粘着力が、リン
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酸塩種によって提供されるので、透過性及び高い粘着強度のバランスを見出すことが必要
かもしれない。このように、発明材料システムは、特別な性質を手直しするために柔軟な
構成バリエーションを可能にする。
【０１７８】
　実施例３３
　ポリマー上のコーティングの用途
【０１７９】
【表１】

      　
　実施例３４
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　１以上の上述又は実施例に関して、種々の複合体及び／又は製品要素を、公知のロール
－ロール又は連続的製造方法を用いて製造することができ、この発明を認識する当業者に
理解されるであろう。従って、上述したリン酸アルミニウム組成物のコーティング及び組
み込まれた引例の方法（例えば、Cerablak（商標）化合物及び製品、アプライド・シン・
フィルム・インク、エバンストン、ＩＬ）を、広範囲にわたる基材材料に適用することが
できる。そのような器材装置及び構成は、米国特許第６，９５１，７７０号及び第６，８
７８，８７１号でより完全に記述されている（それぞれ全趣旨を参照することによりここ
に取り込む）。
【０１８０】
　任意に、基材は、まず、剥離した表面デブリスを除去し、続いて、１以上のスプレー又
は浸漬塗布法を用いて、適当な有機又は水性溶液（例えば、アルコール又は洗剤／水）で
脱脂し、水及び／又はアルコールリンスを行うことができる。乾燥オーブン（約５０℃か
ら５００℃の温度範囲で）を、全ての溶媒を除去するために用いることができ、空気流、
乾燥空気、酸素、窒素又は他のいかなる不活性ガスも使用することができる。
【０１８１】
　上で及び／又は組み込まれた引用で示されたように、リン酸アルミニウム組成物の前駆
体溶液は、基材にスプレーすることができる。あるいは、基材は前駆体溶液の１以上の槽
又は貯蔵槽に浸漬することができる。そのような基材の多数又は全ての側の双方が被覆さ
れる場合、従って、１以上のスプレーノズルを構成することができる。あるいは、ディッ
プコーティングで、全ての基材側を被覆することができる。前駆体構成は、限定されず、
Ａｌ／Ｐ化学量論比、粘度、担体（例えば、水性又は非水性）及び添加剤の存在（有機又
は無機のいずれか）に関して、変化させることができる。例えば、高放射率コーティング
のために有利かもしれないため、スラリーを溶媒（水性又は非水性）担体成分で製造する
ことができる。
【０１８２】
　種々のボリューム及びスループット必要条件を考慮して、コーティング組成物を、１以
上のオーブン又は加熱／硬化源で、最高約１００フィート以上の長さにわたって、硬化す
ることができる。例えば、設定スケジュールに従って乾燥及び硬化させることができる十
分な長さのオーブン又は炉は、滞留時間が有効な加熱／硬化帯の速度及び長さに依存して
、約５０℃から１０００℃の有効な温度範囲を与えることができる。そのような帯は、１
以上の源（例えば、ＵＶ／ＩＲ、空気、他、不活性ガスの加熱気流又は抵抗加熱源）で変
化させることができる。
【０１８３】
　硬化した適用コーティングは、適当な溶媒で清浄化することができ、次いで、以降のコ
ーティング塗布の前に乾燥する。あるいは、温度に敏感な基材（例えば、特定のプラスチ
ック）からなる複合体又は高スループットシステムで使用することができ、硬化を、基材
に有害な衝撃又は作用を与えることなくコーティング効果に十分な時間（例えば、約１時
間以内）、基材を比較的低温（例えば、約２５０℃以下）で維持しながら、比較的高温で
被覆部品を加熱することができる方法で、適当な熱源を用いて行うことができる。
【０１８４】
　種々のプロセス関連の考慮すべき問題のために、加熱／硬化源とともに又は加熱／硬化
源によって移動させる前に直角でサブストレートをロールすることが望ましいかもしれな
い。基材がかなり湿っているか硬化していない場合、屈曲からのコーティングダメージは
最小限となるであろう。初期の表面粗さによって、基材は、洗浄及びコーティング適用の
前に、当該分野で理解されるように、電気研磨又は機械的研磨を行うことができる。にも
かかわらず、ロール－ロール／連続コーティングプロセスのさらなる説明のために、図１
７及び図１８のように行われ、限定されない巻き又はロール複合体形態がそれからもたら
される。
【図面の簡単な説明】
【０１８５】
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【図１】コーティングにおけるリン酸塩及び水基に対応する吸収ピークを示す実施例４で
製造されたサンプルのＦＴＩＲイメージである。
【図２】コーティングにおけるリン酸塩及び水基に対応する吸収ピークを示す実施例６で
製造されたサンプルのＦＴＩＲイメージである。
【図３】気密で、高密度で均一な特性を示すサファイア上の発明材料のコーティングの断
面ＴＥＭイメージである。発明材料コーティングに対応する電子回折パターンは、アモル
ファス特性を示す。
【図４】食物－粘着力テストの後の部分的に発明材料で被覆されたエナメルクーポンの写
真である。
【図５】１μｍ研磨（左）のコーティングしてない炭化シリコン表面及び熱処理後の発明
材料で被覆されたＳｉＣ（右）の写真であり、反射表面を示す。
【図６】発明材料で被覆された、熱処理炭化ケイ素のＡＦＭイメージを示す。
【図７】発明材料で被覆された、熱処理金属合金のＡＭＦイメージを示す。
【図８】部分的に発明の材料で被覆された銅板の写真である。
【図９】コーティングしてないガラス（ｒｍｓ～１～２ｎｍ）（左）及び発明材料被覆（
ｒｍｓ～０．１～０．２ｎｍ）（右）を示す。
【図１０】２００℃での熱処理の温度長の関数として、ステンレス上の発明材料のコーテ
ィングのＦＴＩＲスペクトルを示す。
【図１１】ステンレス鋼箔上にフラッシュ硬化した発明材料コーティングのＦＴＩＲスペ
クトルを示す。
【図１２】ポリイミド膜の発明材料で被覆した表面のＳＥＭ顕微鏡写真である。
【図１３】ドープされていない発明材料及び酸化亜鉛なの粒子拡散発明材料コーティング
の紫外線―可視吸収スペクトルを示す。
【図１４】発明材料で部分的に被覆された溶融クオーツサンプルの写真であり、環境攻撃
に対するコーティングのバリア作用を示す。
【図１５】サファイア／ＺｎＳ結合対の透過スペクトルである。６μｍより上の減少した
透過率はサファイアによる。
【図１６】ＺｎＳ上の発明材料の透過スペクトルである。
【図１７】本発明によるロール－ロールプロセス及び得られた複合体形状を示す。
【図１８】本発明によるロール－ロールプロセス及び得られた複合体形状を示す。
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